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 開 議 

○議長（小椋孝一君）    皆さん、おはようございます。早朝より御苦労さまでござ

います。 

  それでは、規定の定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 議案第３４号 平成２８年度紀美野町一般会計予算について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１、議案第３４号、平成２８年度紀美野町一般会計

予算についてを議題とします。 

  説明は３月１日に終わっていますので、これから質疑を行います。 

  なお、議員の皆様に質疑という意味をもう一度、再度確認するために、一言議長のほ

うから質疑とはということでつけ加えさせていただきます。 

  質疑とは、議題にされた事件について疑義をただすもので、質問点を明確にするので

ありと議員必携の１３５ページに書かれているところです。節の内容や詳細について説

明を求めたり確認することは質疑ではございませんので、その点について十分注意され

まして質疑に入っていただきたいと、こういうように思います。 

  質疑は分割して行います。 

  議員の皆様にお願いします。 

  質疑をするときには、まずマイクを自分の方向に向けてから、ページ数を言って質疑

をしてください。 

  それでは、歳入について質疑を行います。 

  ６番、西口 優君。 

（６番 西口 優君 登壇） 

○６番（西口 優君）    おはようございます。まず、７ページの起債の方法という

中で利率が３.６％以内という、この今のところ政府でもゼロ金利やマイナス金利やと

言うてる中で、この利率がもっと下げる方法、これでは政府資金及び地方債、地方公共

団体、こういうふうな名目入ってますけど、起債の方法でもっと起債の先を多様化する

ことは可能なんじゃないかな、こういうように思うんですよ。 

  ネットなんかで見たら、金利が地方債でも０.何％という、だからこの３.６％という
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ような高利貸しみたいな金利ついてるのは、言えばもっとほかに起債の方法があるんじ

ゃないかな、こういう多様化をすべきじゃないかなとこういうふうに思うんですよ。だ

からそういうことも検討してるのかどうかという、最初からもうこれしかないんやとい

う考えじゃなくて、実際には本当この３.６％というのは今の時代にそういうふうなむ

ちゃな金利というのは普通はあり得にくいと思うんですよ。だから、そこの考えを尋ね

たいと思います。 

  それと、８ページの町税、比較として１,７３６万円ふえてるけど、これ何がふえて

るのかなとこういうふうな部分ですね。 

  それと、１０ページの歳入の個人部分、滞納繰り越し分というのが２３２万７,００

０円という部分、これとこの下にも１９万円とか滞納繰り越し分、固定資産税にしても

それぞれついてます。 

  だから、この滞納繰り越し分というその回収方法という部分で、あるニュースだった

と思うんですけど、時効で流れるという部分があったように思います、ニュースの中で

ね。だから、こういうことが回収方法としてどんなんやってるのかな。本来はそれは回

収できて当たり前なんやけど、それは回収するのは非常に難しい部分もあろうかと思う

んですよ。お金がありゃ払うてくれる、なければ払えやんという部分もあるとは思うん

やけど、ただ時効という部分がありますね。だから、その時効の停止とか債権回収の方

法については、実際に時効には絶対この紀美野町ではなってないんかもわからんねんで。

だから、ならなんだらいい、だけどなるようなことになっては困る。 

  あれ、案外手続上は難しくてね、裁判所へ行ってそういうふうな、僕もちょっと最近

ちょっと忘れたんやけど、回収方法も結構手続が面倒くさくて裁判所へ行ったり来たり

せんなん。ただ、費用として何百円かもらったような気するねんけどね、裁判所の交通

費のよ。だけど、そういうことも含めて大丈夫かなって思ってしまうわけですよ。だか

ら、その辺の回収方法という部分を尋ねたいと思います。 

  滞納繰り越し分、それだけでいきますね。それだけで結構です。 

（６番 西口 優君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    西口議員の御質疑にお答えを申し上げたいと思います。 

  確かに７ページで３.６％以内という表現をしてございます。こんな大きな利息はな
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いやないかというふうなお話でございます。 

  この３.６％というのは、決して３.６％で借りているものではございません。現在、

国の資金を借りておりますけれども、それについては利率が０.１５％でございます。

民間で借りる住宅ローンがたしか０.６か７ぐらいだったと思いますので、そんなに高

いお金で借りていないということでございます。そこのあたりはまず御理解をしていた

だきたいと存じます。 

  この３.６％以内というあくまでも以内でございますので、そういうふうな表現をし

てございますけれども、現実、これはずっと以前から３.６％以内という表記の仕方を

してございます。これが現実的ではないという御指摘でございますので、この記述をど

のような形で今後変えていくのかということで検討はさせていただきたいと存じます。

ただ、３.６％で借りているということではございませんので、御理解賜りたいと存じ

ます。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    税務課長、西岡君。 

（税務課長 西岡秀育君 登壇） 

○税務課長（西岡秀育君）    それでは、西口議員の質疑にお答えいたします。 

  町税で１,７００万円余りふえているのはなぜかという御質疑でございますが、固定

資産税で１,３２２万４,０００円、軽自動車税で税額改正に伴い３４０万円、そしてた

ばこ税について４００万円でございます。 

  ２点目の質問の滞納の時効についてでございますが、時効を待って不納欠損を落とす

というようなことは、まずいたしておりません。 

  近年におきましては、滞納の徴収税額が平成２５年が住民税であれば３６.２％、２

６年であれば４１％、多分ことし２７年度では５０％近くになると思っております。ほ

かの滞納の税につきましても同じような形で、近年差し押さえを行っておりますので、

上昇しております。 

  減について不納欠損、決算のときでございますが、不納欠損については資産の調査を

行い、状況を見て不納欠損を行っております。以上でございます。 

（税務課長 西岡秀育君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ６番、西口 優君。 

○６番（西口 優君）    この起債の金利が国の部分は０.１５、民間からは０.６か
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ら０.７というふうな今の課長の話だったんですけど、それだったらこの３.６％という、

言えばもっと下げときゃええ話ですね、最初から。例えばこういうふうな形で議案で出

てくる。そうした場合、後、議会としては、この３.６％以内であればチェックのしよ

うがない。この議案が通ったときに現実問題としては、この金利の範囲だったらどこで

どういうふうにしようと、その金利がなっても、こちらとしてはもう通ってしまった議

案に対して判断のつけようがないですね。だから、もうちょっと実勢価格に即した金利

に、今の時代で３.６％、かなり法外と言えば法外ですね。だからそれを最初からもう

ちょっと少なく下げとくことは可能なんじゃないかな、こういうふうに思うんですよ。

そうでないと、この議案が通ってしもてから後で、あんたらそのとき３.６％承認して

るやないとこういうふうな話になろうかと思います。だからもうちょっと即したような

金利に、体系にならんもんかなって、こういうふうに考えてしまうんですけど、その点

についての再度の答弁を求めたいと思います。 

  それと、税務課長の固定資産税が上がったという部分、ここの部分が固定資産税、今

確かに固定資産税、上がるような状況にないような気するんですよ。確かに不動産関係

とかっていうのが、もう世の中見てみたときにその価値がどんどん少なくなってる中で

固定資産税がなぜ上がってるのかなと、こういうふうな部分が、もうちょっとなぜとい

う部分がわかりにくくて、もうちょっとわかりやすい説明を求めたいと思います。 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

○総務課長（牛居秀行君）    西口議員の再質疑にお答えを申し上げたいと思います。 

  先ほど申し上げましたように、政府資金を借りる場合は０.１５でございますけれど

も、民間の銀行から借りる場合もございまして、その中では民間の銀行さんに競合して

いただいて、うちとしてはできるだけ安い利率で借りたいということの中で進めており

ます。 

  確かに議員おっしゃるように、３.６％はいかにも今の時代から考えて高過ぎるじゃ

ないかという御指摘でございます。ただ、民間で借りる場合は、どのような時代の変動

があるかもわかりません。これは生き物でございますので、どのような変動があるかも

わかりませんので、一応安全側を見て３.６％以内ということでさせていただいており

ますので、御理解を賜りたいと思います。 

  ただ、その３.６以下いうても多いやないかということにつきましては、こちらのほ

うで検討をさせていただきたいと、先ほど申し上げたとおりでございますので、再度の
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御理解をお願い申し上げます。 

○議長（小椋孝一君）    税務課長、西岡君。 

○税務課長（西岡秀育君）    せんだって８日の日なんですけれども、補正予算で固

定資産税１,２５０万円を増額しております。その際に家屋につきましては、２７年度

につきましては評価がえがございました。評価がえに当たっては、家屋については再建

築額評点補正率というのが、いわば家屋は減価をします。減価する段階におきましては、

２７年度当初計上時には総務省からの数値が示されておりません。それで過去最低の減

価率を掛けたところ、総務省から通達が来たのは１０５％として上がる分がございまし

たので、その差額という形で上げております。 

  家屋というのは、今、同じ場所で同じ建物を建てたら幾らなのかというのを今の価格

に置き直すんです、３年に一度はね。そこに５年前に建てた家屋が今２７年の評価のと

きに同じものを同じ場所で建てたら幾らになりますかという形で一度置き直します。そ

こにその年数の経年減点補正率を掛けて、償却率ですね、掛けて前年と比較をし、下が

っていれば下げる、上がっていればそのまま据え置くという形でございます。その数値

が過去最低の９５％を掛けたところ、国からの通達は約５％ですよ、結局何年か前には

物価上昇があって上がってましたよという形で掛けたものの差でございます。 

  評価係数が変わってきたということですわ。私たちが想定した評価係数よりも国の評

価係数が高かったから、その差額分が出たということで補正のときにも説明をさせてい

ただいております。以上でございます。 

○議長（小椋孝一君）    ６番、西口 優君。 

○６番（西口 優君）    ちょっと総務課長の地方債の部分、これやっぱりどう考え

ても、ちょっとその３.６％という、実際に議案として出てきて、この数字がそのまま

もう生きてるわけですな。議案として生きてるということは、この議案を可決したとき

に、まず実際借入金利、起債の金利が低いと言われても、これが生きてるということに

ついては、議会で承認する限りは、もう３.６％以内であれば実際は生きてしまうわけ

ですね。だからそういうことを考えたときに、もっと金利を引き下げといて、最初から

数字を引き下げておいてくれてあったら、もしそれよりも高い金利でないと借りやんと

言うんだったら、そのときに毎回議会開きゃええ話やからね。だから、こういうふうな

形で金利をもうこれやったら３.６％以内と書かれてある限りは、この議案が通ったと

きには必ずこれがもう生きてるという形になってしまうと思うんですよ。 
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  だから、それは今回のことについて別にこれを書き直せという話と違うんやけど、た

だ今後こういうふうな書き方をされると、ちょっと判断が難しくなるわけよ。だからそ

ういうところを、それはもう今回はしゃあない。だけど次回からは、やっぱり改めてく

ださいよ。こんな変な話、こんなこと質問にもならんこんな話やけどね、余りこういう

ことはよくないと思うわけよ。仕方ないわな、もう答弁はこれはもうしゃあないさけ結

構ですが、こういう書き方を、要望にもならんしな、一回休憩してくれや、休憩してく

ださい。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前９時２２分） 

            ―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩に引き続き会議を開きます。 

（午前９時２７分） 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

  ３番、七良浴 光君。 

（３番 七良浴 光君 登壇） 

○３番（七良浴 光君）    １０ページの歳入の１款町税、１項町民税の１目個人の

滞納繰り越し分の件ですが、先ほど税務課長のほうから答弁の中で滞納処理については

差し押さえ等で上がっているはずだと、額が上がってるはずだというような発言があっ

たかと思いますが、本年の滞納繰り越し分の予算額が前年比にすると減額されているそ

の判断を聞きたいと思います。 

  それからもう１点、同じく１０ページの１款町税、３項軽自動車税、１目軽自動車税

の現年課税分が前年度よりも３４２万３,０００円、当初のほうで高く見積もっており

ますけれども、これの高くなっていることは台数がふえたのかどうかということをお尋

ねしたいと思います。 

  以上２件よろしくお願いします。 

（３番 七良浴 光君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    税務課長、西岡君。 

（税務課長 西岡秀育君 登壇） 
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○税務課長（西岡秀育君）    それでは、七良浴議員の御質疑にお答えいたします。 

  まず滞納の件でございますが、昨年よりも若干少なくなっております。というのは、

滞納分そのもの２７年度では、２６年度では４１％の徴収率、今年については５０％近

く現在行っております。その分の差額で、滞納処理が進んでいるというふうに御理解い

ただければよろしいかと思います。 

  また、軽自動車税につきましては、先般２６年の６月の専決によってお願いしました

軽自動車税の改正、税率改正に伴うものでございます。台数におきましても若干の異動

はございますが、総数としましては大きく動くのは貨物自動車が減り、軽四輪乗用車が

若干ふえております。その他につきましては微増かと考えておりますので、御理解賜り

ますようよろしくお願いします。 

（税務課長 西岡秀育君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ３番、七良浴 光君。 

○３番（七良浴 光君）    軽自動車税については理解できました。 

  個人町税の滞納分ですが、今の課長の説明では、平成２６年度は４１％の徴収率であ

ったと、２７年度については５０％近い徴収率になろうという見込みでありながら前年

度当初よりも８４万円も減額した予算を置いておるというのは、ちょっとどういう積算

で置かれたのか、再度お尋ねしたいと思います。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前９時３１分） 

            ―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩に引き続き会議を開きます。 

（午前９時３２分） 

○議長（小椋孝一君）    税務課長、西岡君。 

○税務課長（西岡秀育君）    滞納率がよくなるということは滞納額が減っていくと

いうことと、現年におきましては、２６年度と２７年度におきましては前年の現年分の

課税が減っていたということで、徴収率は現年分はほとんど９８.９％の２６年度の決

算ではございましたが、２６年度の現年度の調定額が減るということは同じ率にしてで

も滞納額が減っていく、そこになおかつ滞納の徴収率が上がったという差額でございま
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す。今回については滞納額の約２５％の見込みをさせていただいております。以上でご

ざいます。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

  ５番、田代哲郎君。 

（５番 田代哲郎君 登壇） 

○５番（田代哲郎君）    お願いします。 

  まず１０ページ、町税の中で１項の町民税で個人町民税で１目です。２億８,６２０

万８,０００円の計上で、前年度、今年度よりは４００万円ほどの減額ですが、今年度

予算で当初では２,９００万円ほどの計上でも、その前の２６年度と比べると１,５００

万円ほどは減っていっているわけです。 

  町民税が減る原因について、せんだっての説明では所得割も２億７,０００万円ほど

しか計上してないんですけども、それと２６年度決算額で所得割は３億６００万円ほど

の実績になってるんですけども、２億７,０００万円ほどしか計上できないという３,６

００万円ほどの減額計上になっています、実績から言えば。人口の減ということで、個

人町民税を減額して計上せざるを得ない状況かなと。 

  せんだって配布された紀美野町の人口ビジョンを見ていると、なるほどなと、この状

況で減っていったら大変だなというふうに思いました。合計特殊出生率は海南市と並ん

で県下最下位だというのを初めて知りまして、これは税務課に聞くことではないと、だ

けに聞いても仕方ないと思うんですけども、徴収率をどんなけ引き上げるかとかいう問

題ではもう抑え切れないところもあるし、ほかの町税全般はそんなに減額はされてない

んですけども、だから財政力指数等については影響ないということなのか、２８年度の

町民税がずっと減ってるということでも一般的に町税全体はそんなに減額して計上して

るわけではないので、財政力指数などには影響がないのか、それとも影響があると見て

おられるのか、その辺のことについてお伺いします。 

  固定資産税も同じ１０ページです。 

  先ほども固定資産税が上がってるのか、下がってるのかと、評価がどうとかという質

疑があったんですけれども、現年度課税分が３億９,８５５万３,０００円ということに

なってます。前年度との比較では１,３２２万４,０００円の計上で、国の係数が上がっ

たからとかいう話ですけども、ただ気になるのは、平成２６年度の決算額というのは４

億３,０００万円ほどの実績があるんです、固定資産税に関しては。そこから見ると３,
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２００万円ほどの減額した計上になっている分で、引き上げたとしても固定資産税の実

績よりも低く計上しなければならないということはどういうことなのか、その辺のこと

についてお伺いします。 

  次、１０ページから１１ページにかけて、たばこ税が計上されています。 

  前年度課税額が２,０００万円だったたばこ税が２,４００万円という、その４００万

円ふえたのはコンビニができたからだということで、３軒なるほどコンビニが建ってま

す。 

  でも、それまでも２,０００万円ほどは町内で賄えたということ、町内業者の自動販

売機であるとかそういうところで賄えたということになると思いますけど、これはいわ

ゆる３軒コンビニが建ったことによって４００万円もふえたのか、５分の１ですから、

あの３軒のコンビニによるものなのか、それが４００万円なのかどうかだけお願いしま

す。コンビニというのは、余りそのせいでふえるとか減るとか余り当てにしないほうが

いいように思うので。 

  それから地方交付税です。地方交付税３５億５,０００万円の計上ということになっ

ています。これは１２ページから１３ページにかけてです。 

  ただ、ちょうど紀美野町は合併から１０年の記念式典を先日実施したところなので、

毎年度３５億円ほどの計上なんですが、平成２６年度の決算実績では４０億円を超えて

るんですね、交付税の確定よりは。２５年度になると４１億円ありまして、ただ、合併

から１０年たって減るとかの話があるんですけども、そういう１０年たったらいわゆる

合併したまちと一定の規模によって交付税が交付されるということなので、人口減とか

の要素もありますので、かなり合併してから人口が減ってますので、そういったことも

加味してみると、やっぱり交付税というのはこの程度、今後もそんなに減るというふう

に考えなくてもいいのかどうか、お答えをお願いします。 

  それから、１３ページに分担金及び負担金という１２款です。 

  総務費負担金で総務管理費負担金で地上デジタル放送難視聴対策事業加入金が３万円

というふうになっています。３万円って１世帯しか、１世帯分が３万円だと思いますの

で。ということは１世帯しか加入しないというふうにそういう見通しなのか、ちょっと

これ時勢からしたらかなり少ないんじゃないかというふうに思うんですけども、１世帯

しか入ってこないとそういう予算の組み方ってするんですか、その辺お願いします。 

  それから使用料及び手数料で、これは１４ページです。 
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  教育使用料で文化センター使用料３６万円が計上されています。２６年度実績は３９

万８,２３０円です。これ、この間配布された創生総合戦略という、文化センターの利

用者数は平成３１年までに年間３万人の利用者を目指すというのにすごいなと思って見

てたんで、３万人を目指すということで。これで何人ぐらいの人が利用してくれるとい

うふうに考えての計上なのか、そんなに利用があるのかどうかというのもちょっと。 

  それから１５ページに移りますと、２項の手数料で衛生手数料というのがあります。

１節衛生手数料で一般廃棄物収集手数料１,５７０万円の計上になっています。前年度

は１,４４９万円です。ちょっとだけ引き上げられるということで、よくわからないの

は、平成２６年度の決算実績が１,３２６万円程度なので、これを多少ちょっとだけで

すけどふやして計上している理由についてお願いします。 

  それから、１２款の県支出金は１８ページです。 

  県補助金で民生費県補助金、２目です。障害者福祉費補助金の２節で障害者福祉費補

助金、重度心身障害者医療費補助金。先日いわゆるここで議論された分ですけども、１,

１４７万７,０００円ということで前年度よりも減額した計上になってます。財政的理

由ということもあると思うんですけど、減額の理由をお願いします。 

  ４目農林水産費補助金、同じ１９ページで、これも大幅に減額されての計上です。減

額の理由というのは、先日補正予算で説明のあった農業の事情によるものなのかどうか、

それでもう当初予算から減額しておくよということなのか、そのあたりのことについて

お願いします。 

（５番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    田代議員の御質疑にお答えを申し上げたいと思います。 

  まず１番目でございます。町税が人口減少によって減っていくという中において、財

政力指数に影響を及ぼすのかどうかという御質疑に対して、まずお答えをさせていただ

きたいと思います。 

  この財政力指数と申し上げますのは、地方公共団体の財政に力があるかどうかを示す

指標でございます。先ほど御指摘があった人口減によって税が減額されるというのは、

これを計算する上におきましては、まず分子に当たる部分でございます。分母に当たる

部分が標準財政規模というのがございまして、人口が減少すれば標準財政規模も下がっ
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ていくわけでございます。だから分子も下がりますが、分母もある程度下がるというこ

とで、明らかにどれだけの影響力があるかということはわからないと思いますが、平成

２５年度から２６年度にかけましても人口減ってございますが、平成２５年度の財政力

指数につきましては０.２３、平成２６が０.２ございますので、結論から申し上げます

と、そんなに人口が減ってくるから即それが減っていくというものではございませんの

で、分子が減る、また分母も減っていくということでございます。そのあたしの兼ね合

いであろうかと考えてございます。大きく影響するものではないと考えてございます。 

  それから１３ページですね、１２款２項１目の総務費負担金で地上デジタルの難視聴

対策の加入金、これも１件分しか見てございません。これは、あくまでも何件かという

ことがわかりません。わかりませんので、科目設定をさせていただいているということ

で御理解願いたいと思います。何分にも歳入でございますので、やはり安全側を見込ん

でおるということの中で御理解を賜りたいと存じます。 

  済みません、答弁漏れでございます。 

  １２ページの地方交付税でございます。 

  この地方交付税については不確定要素が多いために見積もりにくいというところがご

ざいます。平成２８年度当初予算におきましては、普通交付税３２億円、それから特別

交付税が３億５,０００万円で、地方交付税全体で３５億５,０００万円としておるとこ

ろでございます。前年度並みとしておるところでございます。 

  平成２７年度の普通交付税の確定額は３６億１,６００万円でございまして、議員が

御指摘があった人口減少、これは国勢調査の人口で決まるんですけれども、国勢調査の

人口による影響としては約１億円ぐらい減額になると見込んでございます。実質的には

普通交付税が３５億１,６００万円で３億１,６００万円保留がございますが、先ほども

申しましたように、地方交付税の算定につきましては不確定要素が大変多いということ

でございます。 

  それから、今後の地方交付税についてどうなんだという御質疑があったかと思います。 

  これは以前から申し上げておりますように、平成２８年度からは合併算定がえの縮減

が始まりますので、順次２８年度では９０、それから順に９割、７割、５割、３割とい

うことで減っていって、１割と減っていって、５年間で合併算定がえがなくなっていく

ということでございます。 

  これによる影響額ございます。だからそれもあるんですが、これも以前からお話をさ
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せていただいておりますけれども、総務省では、この地方交付税について合併算定がえ

の縮減が非常に地方自治において大きな影響を及ぼすという声が全国から上がりまして、

５年をかけて地方交付税のあり方というのを見直すというふうな形をとってございます

ので、今後どういったものが加算対象になっていくのかということを見たいと考えてご

ざいます。 

  全体的に申し上げますと、ふえる要因というのは見当たりませんので、どれぐらい減

っていくかというのは今ここで申し上げるわけにはいきませんけれども、全体としては

やはり苦しい状況にはなっていくということの中で、我々もそれに対応するために財政

の健全化に取り組んでおるところでございますので、御理解を賜りたいと存じます。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    税務課長、西岡君。 

（税務課長 西岡秀育君 登壇） 

○税務課長（西岡秀育君）    それでは、田代議員の御質疑にお答えいたします。 

  個人住民税の減額が昨年当初よりは若干縮小しております。その原因といたしまして

は、給与所得者の所得の安定による小幅な減少が原因かと思います。なお、団塊世代に

よる退職者及び個人事業者への経済効果もまだ薄く、国際的にも不安定な要素があり、

住民税の効果があらわれてくるのはまだ先のことかと考えております。 

  ２点目の固定資産税につきましては、２７年度は評価がえという年で、家屋につきま

しては、評価額を算定するに当たりましては再建築価格というものを算定いたします。

というのは、同じ同家屋が同じ場所で同じものを建てた評価を現在の評点数に置きかえ、

さらに経年減点補正率を掛ける、いわゆる償却率を掛けていくというものでございます。

家屋につきましては３年に一度の評価がえでございましたので、２７年度の価格につい

ては減少するということになります。 

  それと、たばこ税ではございますが、要因といたしましては、やはり３軒のコンビニ

が原因かと思います。せんだって補正にてもお願いしましたとおり、ことしでは２,６

００万円、６００万円の増額をしております。それはその増額分につきましては、国体

もしくは高野山開創１２００年祭のお客さんの影響かと思いますので、本年につきまし

ては国体も高野山の開創もございませんし、せんだっての新聞には、たばこのパッケー

ジに健康の告知が書かれていると思いますが、それを拡大して載せるというのを義務づ

けるということが書かれておりました。それによって若干２００万円を減額すると、健
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康を考慮して２００万円を減額するということでございますので、御理解賜りますよう

よろしくお願いします。 

  また、さきに戻りますが、個人住民税につきましては、決算には税務署等の修正申告

もしくは退職者による退職分離所得の金額が含みますので、当初予算ではその金額は見

込まれておりませんので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

（税務課長 西岡秀育君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    生涯学習課長、岩田君。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 登壇） 

○生涯学習課長（岩田貞二君）    １４ページの教育使用料の中の文化センター使用

料についてであります。 

  この利用者数は前年度、平成２６年度では２万２,３２８名ということで、その２５

年も２万２,６３３人、ほぼ平衡状態ということであります。今後この文化センターの

利用を高めるために、ホワイエで展示会を開いたりとかいうことを検討していきたいと

思っております。５カ年計画の中では３万人を目指すということで、議員おっしゃられ

るように３万人を目指しております。そういういろいろな文化の活動イベントを行って

いきたいと思っております。 

  この予算につきましては、前年度と同額の当初予算計上をしております。見込み的に

人数がふえるからふえるとは限らない、無料の部分もありますので、御理解賜りますよ

うお願い申し上げます。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    予算書の１５ページの１３款２項２目のうちの一般廃

棄物収集手数料でございます。 

  これにつきましては、ごみ収集に関しましては町の指定袋をつくってございますが、

この売却の売っている収益の金額が入ってくるものでございます。今回、紀の海クリー

ンセンターへの移行ということで、ごみ袋自体も変えてございます。それと今回、事業

用のごみ袋も新しくつくったということで、枚数的にも数が多くなったということで予

算的に１２１万円上がっているものでございます。 

  それと次、予算書の１８ページの１５款２項２目の２節の障害者福祉費補助金のうち
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の重度心身障害者医療費補助金でございます。前年度より幾分下がってございます。 

  この予算につきましては、現在行っている重度心身障害者の医療の中で所得制限を設

けてございますが、これにつきましては、県のほうから２分の１の補助をいただいてご

ざいます。所得制限を超える方については町の財源をもって事業を進めてございます。

ここに上がっている分につきましては、県の補助ということで、所得制限内の方のかか

った費用に関する２分の１の金額が上がってきているものでございます。 

  今回条例改正を行ってございますが、それにつきましては、町の分の変更がございま

すが、県の補助につきましては変わりなく推移しているところでございます。対象者に

つきましては幾分下がっているということと、それと平成２７年の実績が下がっている

ということで、それに合わせた推計による予算の計上となってございます。以上でござ

います。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    産業課長、大窪君。 

（産業課長 大窪茂男君 登壇） 

○産業課長（大窪茂男君）    田代議員の御質疑にお答えいたします。 

  １９ページの１５款２項４目農林水産業費県補助金で２,５８４万円の減額というこ

とでございます。 

  この減額の主なものにつきましては、中山間地域直接支払交付金の減額が主なもので

ございまして、中山間地域直接支払交付金におきましては、２７年度からの４期対策と

なることから、昨日、補正予算においても同じ額の減額をお願いしたところでございま

す。昨年の当初予算との比較に関しましては、この減額ということになりますが、補正

でお願いしたところでございます。 

（産業課長 大窪茂男君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ５番、田代哲郎君。 

○５番（田代哲郎君）    町民税が減っていく説明については、聞いてると人口減よ

りも所得減というか、一人一人の所得のほうが減ってるので税収も減っていくんだとい

うふうに聞こえるんですけれども、高齢化とそれから所得が減ってくるということのほ

うが影響が大きいなというふうに聞こえたんですけど、それでいいのかなともう一遍確

認します。 

  それから固定資産税ですけども、いろいろあって２７年度は下がってるということで、
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だから２６年度実績から見るとかなり下がっているというのは、２７年に変更があって

下がったから今の計上になるんだと、上げて計上しても２６年度で評価が下がってると、

だから今回はそれより上げて計上したんだと。だから２６年度でそれだけの実績があっ

ても２７年度で変わってるということで、そういう理解でよろしいのかどうか、もう一

度お願いします。 

  それから、コンビニはまあ。 

  地方交付税のほうはわかりましたけれども、デジタル、項目を置くための１件だけっ

て、前年度の予算というのは１５万円の計上になってるわけですから、２７年度予算で

は当初から１５万円の計上でいってるわけですから、それはちょっとここで１２万円減

額して、何でこれ気になるかというと、町外から越してきて新しく加入してくるという

ことがないと、いわゆるこれがふえるということはないだろうと思うんです。それは町

内で家を新しく建てたというのもあるんですけども、町外から越してきて町内へ家建て

たと、若者定住支援ということで、そういうことへの支援も一生懸命やってるわけです

から、町外から家建ててくれたらこれだけの補助があるよということでやってるから、

そういうことを期待して予算計上していかなんだら、こういう消極的なことでは、消極

的というのは変なのかしれませんけど、１件しか計上しないよというのは、見込みとし

てはやっぱりもう少し、それじゃ前年度何で１５万円も計上したんですかということに

なるので、その辺のことをお願いします。 

  実績だって２６年度決算実績は２４万円といったら何件ですか、８件でしょう。８件

と１件では開き過ぎると思うんですが、だからその辺のことをお願いします。やっぱり

予算というのは見込みということも、こんだけぐらいは来てほしいなというあれもある

と思う、あっても普通だと思うので、そういうふうに。 

  それから、文化センターの利用実績は無料の分もあるんで、金額になるのは、だから

人数的には今年の使用と変わらないと。恐らく大半が無料で３９万８,０００円で、３

６万円の計上でも、これでいったら本格的にあそこでいろんなことを一般の住民なり外

から貸してください、例えばリサイタルをやりたいんだというようなことになってくる

と、１件が僕が計算した限りでは十五、六万円ぐらいは１回に冷暖房料も含めるとかか

るだろうという。ですから、それが収益を上げるためにじゃなくて、いい音楽をそこで

演奏してもらいたいということだけで使用という、そこを使わせてもらおうというふう

に考えたら大変な負担になって、なかなか利用できないという話がありまして、その辺
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の利用してくれる人をふやしたいのであれば利用料の見直しというのも必要ではないか

と思うんです。その辺についての見解をお聞かせください。以上です。 

○議長（小椋孝一君）    税務課長、西岡君。 

○税務課長（西岡秀育君）    個人住民税のことにつきましては、一個の要因として

は、先ほど分析した結果は給与所得の安定により下げ幅が少なくなりました。だけども、

団塊の世代による退職者並びに個人事業者の景気の回復はまだ薄い、その中の要因の中

には、やはり人口の減少というのも含まれておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

  そして固定資産税でございますが、３年に一度大きな評価がえという制度がございま

すので、家屋については減少されるのは３年に一度、土地については下落修正という形

で毎年、そして家屋については新築分、増築分等で増という形の精査した結果のもので

ございますので、御理解を賜りたいと存じます。 

  また、たばこについては先ほどのとおりでございます。以上でございます。 

○議長（小椋孝一君）    生涯学習課長、岩田君。 

○生涯学習課長（岩田貞二君）    田代議員の再質疑にお答えしたいと思います。 

  利用料金につきましては、議員おっしゃられるように、冷暖房、音響関係、ピアノな

んかを借りていくと十数万円になるかと思います。 

  利用を高めて、また利用者をふやすという考えの中から価格を検討したらどうだとい

うことであります。今後議員の御意見を考慮しながら、利用料金について検討していき

たいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

○総務課長（牛居秀行君）    田代議員の再質疑にお答えを申し上げたいと思います。 

  私からは１３ページでございます。地上デジタル放送の難視聴対策の加入金３万円、

非常に定住を促進しているのに消極的な予算ではないかという御指摘でございます。 

  定住施策につきましては、議員も御承知のように、町長を筆頭に当町の最重要課題の

一つとして、どこよりも早い時点で町長から取り組まれておることは議員も御承知のと

おりでございまして、この予算が消極的であるから定住がどうこうという話ではござい

ません。 

  ただ、あくまでも先ほど申し上げましたように歳入の分野でございますので、どちら

かというと、わからないんですよ、何件入ってくれるかということで。だから、その中



－２０－ 

で科目設定というところで１件を想定させていただいて、実質的には定住施策を進めて

いくわけですから、数多くの方が入ってくれて決算ではふえるということがあるかもわ

かりませんが、一応科目設定ということで御理解賜りたいと存じます。 

○議長（小椋孝一君）    ５番、田代哲郎君。 

○５番（田代哲郎君）    町税の中の町民税というのが結局所得が減ったり人口減、

高齢化というそういうこと、その三つが加味して減ってると。そうなると、もう税務課

だけが幾ら頑張っても、税務担当だけで頑張っても、これはもうまち全体の問題になる

と。だから、そのために創生ビジョンを人口ビジョンや総合戦略というのを立てられた

んだと思うので、その辺のことをしっかりと、しかも確実に実績を積み上げる。派手な

ことではなく、少しでも、１件でも一人でもふえるようにという実績を積み上げていく

ことが大事だと思いますので、この辺のことは要望になりますかね、要望はあかんのか、

町長にお答え願おうか、町長にその辺の考えについてお答えをお願いします。 

  固定資産税はわかりました。それは何でかというと、さっきの地上デジタルの話にも

なるので、それだけぐらいしか、町は予算上の歳入の問題だからと言うけど、そんだけ

ぐらいの構えしかないのかなということがあるので、こういうことについてはお願いし

ます。それだけで。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１０時１３分） 

            ―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１３分） 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

  １１番、美濃良和君。 

（１１番 美濃良和君 登壇） 

○１１番（美濃良和君）    おはようございます。 

  それでは何点かお聞きしたいと思うんですが、先ほどからやりとりをされてきている

税等ですね、１０ページのありますけれども、税金などがあるわけでございますけれど

も、あとこの徴収率も相当上がってきているというのが見えるんですが、類団との比較
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なんですけれども、先ほど田代議員のほうから出てましたのが財政力指数が０.２３と、

これは２６年度なんですけれども、類似団体ですね、そこのところの財政力指数が０.

４５というふうな形になっておって、ここのところでうちの町は努力はされてきてると

思うんですけれども、この差がどこに出てきているのか、その辺お聞かせいただきたい

と思います。 

  あと１１ページに３款利子割交付金とか、それから配当割交付金というのがありまし

て、利子割交付金で見てみましたら２６年度決算との比較で３１万円ほど少な目に計上

されています。配当割交付金は１,１００万円のところ２００万円というふうに計上さ

れてきているわけですね。株式の譲渡所得、その他の、これは５０万円と。これは５０

０万円、２６年のところにはあったわけでございますけれども、決算であったんですけ

れども、これは株が下がってくるということを見越してこういうふうに数字を上げてい

るのか、お聞きしたいと思います。 

  消費税なんですけども、６款地方消費税交付金、ここのところで見てみましたら、１

億３,０００万円の計上してるんですけども、これは２６年度の決算では１億１００万

円とこういう数字であったと思いますので、３,０００万円ふえたと。この数字ですね、

どうしてこのようになっているのか、お聞きしたいと思います。 

  それから、交付税で田代議員のほうで質問されておりましたけれども、２６年決算と

の状況で見ましたら、約５,０００万円減ってると、そういうふうになってると思いま

すけれども、これ９割減る計算をしてるということで、９０％になるんですか、１割落

ちる計算をされてるということの説明であったかというふうに思うんですけれども、歳

入欠陥が起こってくると大変で、うちの町の半分以上が交付税というふうになっている

関係で、ここのところは大丈夫なのかどうか。下がらせないための条件がないんだとい

うことで、そういう説明もあったんですけれども、しかし一応支所１箇所に対して幾ら

ですか、そういうようなところが一つあるんじゃないかと思いますけども、何にしても

ここのところですね、１割下がってということの上の計算であるのか、ここの下がった

分についてお聞きしたいと思います。 

  それから、この１３ページの下に使用料、手数料の使用料で１３款ですね、民生使用

料があるんですけども、そこで長谷毛原健康センターの使用料が少しですけども下がっ

てます。さきの条例のところの説明で、長谷毛原健康センターの定員が減らされたとこ

ういうところが原因になっているのか、ここのところですね、町内にあるこういう福祉
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施設ですけども、そのうちの一つをここが特に東のほうの部分を重要な部分を占めてい

ると思いますので、ここの減になった理由についてどういうふうに見ておられるのか、

お聞きしたいと思います。 

  それから、その次の１４ページの４目の土木使用料ですけれども、そこで公営住宅が

ございまして、そこで３,７００万円の予算になっています。そこで公営住宅使用料の

１節で現年分が２,９００万円ですけども、２６年度実績が２,８００万円だったという

ように思います。これと、それから滞納ですね、１９０万円となっているんですけども、

２６年度実績で見たら９５万４,０００円ですよね、そういうふうな数字であったかと

いうふうに思います。ここの公営住宅の状況ですね、それは取ればいいというものでも

ないし、ここの実態は、これでどういう状況でこのような数字というふうに判断された

のか、お聞きしたいと思います。 

  それから、５目の教育使用料の教育施設で真国区民センターがゼロになってるんです

けども、なくなってるんですけども、ここの真国区民センターの利用の状況をどのよう

な位置づけにされているのか、お聞きしたいと思います。 

  それから、次のページの同じく１３款で手数料の土木手数料ですね。３目土木手数料

の１節ですが、建設残土の処理手数料が１,９４４万円となっておるんですけども、こ

れ、２６年度実績では２,１００万円余しやったと思うんです。今、紀美野町としても

歳入の一つをなしてるんですけども、今後海南のほうでもそういうようなところをつく

ってきてるようで、この数字、２６年度実績より２００万円ほど少ないんですが、この

数字が維持できるのかどうか、そこのところについてお聞きしたいと思います。 

  あと、消防手数料の危険物等の手数料で火薬手数料とか、それから情報開示の手数料

とかその他の証明とかあったのがなくなってますけども、それについてどうであるのか、

お聞きしたいと思います。 

  それで、各皆さんお聞きされておりましたので、それから２１ページに１７款寄附金

のこれは２目になるんですか、ふるさとまちづくり応援基金がありますけれども、この

数字１０万円というふうに今回上げておりますけれども、この数字について一般質問等

でいろいろと御意見等も出ておりましたけれども、ちなみに岩手県ですか、陸前高田市

ですか、そこでは大体ふるさとまちづくりというふうなところで他のまちから応援して

もらう、うちで生まれ育って出ていかれた方々が応援すると、応援したいからするんだ

ということが基本であると思うんですけれども、いろいろと最近では、それがちょっと
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変わった形になってきてると思うんですけども、その中で陸前高田では、いろんな送っ

てくることに対して物をお送りすると、それを障害者の施設の方々にお願いしていると

いう、そういうことをやってるみたいですね。それでその方々の収入になっているとい

う、それがまた一つ他の市町村に対して発信するというふうなことをとってるようであ

りますけれども、ここのところですね、その見通しと、それから本来のふるさとまちづ

くり応援基金との状況ですね、お聞きしたいと思います。 

  それから、２４ページ、最後なんですが、９目に臨時財政対策債が２億１,０００万

円、本年計上されています。前年に比べて２,０００万円少ない数字というふうになっ

ておりますけれども、ここのところの見通しですね。交付税との関係で、実際にほんま

に初めは２年間だけというふうなことで始まってると思うんですけども、ずっとそれか

ら何十年と来てる。この臨時財政対策債のこれで幾らになるのか。それから、それに対

して本当に地方交付税の会計で返済がやると約束が、それを信頼していいのかどうか、

その辺についてあわせてお聞きしたいと思います。 

  以上、よろしくお願いします。 

（１１番 美濃良和君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    美濃良和議員の御質疑にお答えをいたしたいと思いま

す。 

  まず初めに、財政力指数のお話がございました。先ほど他の議員からの御質疑にお答

え申し上げましたが、財政力指数の実績につきましては、平成２５年度が０.２３、平

成２６年度が０.２２ということでございます。 

  それから、類団のお話がございました。類団が０.４４ということで、どうしてその

ほかの自治体とうちが比べて低いんだと、その分析はしているかというお尋ねであった

かと思いますが、申しわけございません、０.４４というその団体名もわかりませんし、

その比較はしてございません。 

  ただ、財政力指数がいいということは、その町の産業が、大きな産業があるかとかそ

ういったこと、いろんな要素があろうかと思います。その御質疑につきましては、類団

のことはちょっと存じ上げませんので、その比較は御勘弁願いたいと存じます。 

  それから次に、１１ページの利子割交付金のお尋ねがございました。 
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  この利子割交付金につきましては、平成２４年度からどちらかというと右下がりでご

ざいます。これにつきましては、昭和６２年度の税制改革に伴いまして、都道府県民税

に利子割が創設されたわけでございます。預貯金の利子等に対して５％の利子課税がさ

れる中で、利子割総額の５分の２相当を都道府県が持ちまして、５分の３が町村に配分

されるといった種類の交付金でございます。これにつきましては、一応平成２７年度の

予算で３００万円、２８年度で３００万円とやっておるところでございます。 

  これにつきましては、平成２６年度の実績でありますが、決算額につきましては３３

１万６,０００円、２５年度が４２７万２,０００円でございまして、２５年度から２６

年度に対しまして約１００万円の減額がございました。これについては今後どうなるか

というのは景気の状況等によって判断が変わってくるものだろうと思いますが、一応過

去からの状況の中で右肩下がりということの中で、２８年度につきましても２７年度と

同額の３００万円という推計をしたところでございます。 

  それから次に、その下の配当割交付金でございます。 

  この配当割交付金につきましては、上場株式等の支払いを受ける際にかかる県民税で

ございまして、それが５％ということの中で、その県民税のうち５分の３を市町村に交

付されるというものでございます。 

  これにつきましては、ちょっと上場株式の配当がどれぐらい出てくるのかという、こ

れもまた至難のわざでございます。実績を見てみましても相当でこぼこがございます。

ちなみに平成２４年度で見てみますと、平成２４年度は３３７万４,０００円でありま

したけれども、平成２６年度を見てみますと１,１００万円といったそんなでこぼこが

ございますので、これについては先ほど申し上げました利子割交付金のような統計立っ

た推計がしづらいということの中で、前年度と同額の２００万円を上げさせていただい

たという経緯でございます。 

  次に、地方消費税交付金についてのお尋ねがございました。このお尋ねの中で、平成

２６年度にがばっと上がっているということの中で、その原因は何だということだった

と理解します。 

  これにつきましては、議員御承知のように、平成２６年度からは消費税が５％から

８％に増額となってございます。５％のときは、地方消費税につきましては５％のうち

１％が地方消費税でございました。８％になりまして、地方消費税が１.７％がこれが

地方消費税、これは平成２６年４月１日からの率でございますが、その中で消費税の率
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が上がったということと、地方消費税の率が上がったということの中で大きく増額した

ものでございます。平成２５年から２６年度を比べますと１,８５２万９,０００円、２

５年度から２６年度で上がってございます。そういった状況でございます。 

  それから、地方交付税のお尋ねがございました。 

  このお尋ねにつきましては、先ほど申し上げましたのは、田代議員の御質疑でも申し

上げましたが、今後の見通しということでお尋ねがございました。その中で、地方交付

税につきましては今後上がっていくという要因が非常に少ないと。ただ、合併算定がえ

の縮減が２８年度から始まりますので、その合併算定がえの縮減につきましては、９割、

７割、３割、１割といった形で行われますと。ただ、その減額につきましては、先ほど

も申しましたように総務省のほうで平成２７年度から５年間をかけていろんなものを見

直すと。議員御指摘になった支所があるから幾らというのも、それも一つでありますけ

れども、そういった見直しが行われていく中で、どれぐらい減っていくのかというふう

なことについては、ちょっと不確定要素が多い中ではかりづらいところがございますが、

先行きについてはふえていくという要素がございませんので、減っていくということの

中で厳しい財政状況が続くということでございます。 

  それから、臨財債についての御質疑があったと思います。 

  この臨財債、臨時財政対策債でございますが、これにつきましては地方債の一種でご

ざいまして、国の地方交付税、特別会計の財源が不足した場合、地方交付税として交付

されるべき財源が不足した場合に地方交付税の交付額を減らして、その穴埋めとして該

当する地方公共団体みずからに地方債を発行させる制度でございます。この発行した地

方債につきましては、原則地方交付税で後ほど返ってくるということでございます。 

  議員の御質疑の中で、そうなっておるけれども国を信頼できるのかという御質疑であ

ったと思いますが、私どもは信頼をしてございます。以上でございます。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    保健福祉課長、宮阪君。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 登壇） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    それでは、美濃良和議員の御質疑にお答えいたし

ます。 

  １３ページをお開きください。 

  下段でございます。１３款使用料及び手数料、１項使用料、２目で民生使用料で長谷
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毛原健康センターの使用料でございます。 

  これにつきましては、各部屋の利用日数が２６年度決算に比べまして２６年は２０４

日、今回２８年は２０６日を予定してございます。シャワー、お風呂でございますが、

これにつきましては、２６年度決算では延べ１,３３４人で今回９４０人を見込んでご

ざいます。それからプールにつきましては、昨年、日数の減により２４８人が１８０人

を見込んでございます。 

  以上、５万６,０００円の減った理由でございます。以上答弁といたします。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 登壇） 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    私からは、美濃良和議員の１４ページ、１３款使

用料及び手数料、１項使用料の土木使用料の住宅費でございます。その中の現年の２,

９６７万１,０００円につきましては、２７年度につきましては２,８２７万６,０００

円ということで、その差額が１３９万５,０００円、それにつきましては、福井第３団

地の８戸の使用料が増額ということになっております。 

  それから、現在の住宅の状況ということでございますので申し上げます。 

  現在は２４団地で１３カ所ありまして１７３戸、１４４戸に入居しており、募集中の

２戸、それから老朽化による政策空き家としている分が２９戸あります。そのほか野中

に特定公共賃貸住宅が３戸、そのほかに職員住宅が２戸、災害住宅が２戸、緑の雇用住

宅が４戸、その他１戸に現在入居中でございます。 

  それから、２１ページの１７款寄附金のふるさとまちづくり応援寄附金の関係でござ

いますが、これにつきましては１０万円の計上をいたしております。これは昨年同様と

いうことで計上しております。 

  それから、現在のふるさとまちづくり応援寄附金の関係の状況でございますが、この

前も一般質問に答弁させていただきましたが、まず今のところ返礼の品というのは２品

しかなかったのを１８品にふやして、まずはそういった返礼の品をふやすということで、

それをまた４月よりホームページにおいてそれを載せていくということでございます。

この前、議員から言われましたように、そういった一般のふるさと徴収等一般のサイト

にも掲載していくということで今後進めていきたいと思っております。できるだけ多く

の方にふるさと納税をしていただけると考えておりますので。以上でございます。（発
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言する者あり） 

  申しわけございません。答弁漏れということで。 

  滞納処分の金額が大きくなっているということでございますが、これにつきましては、

２６年度の徴収率が２１.２％ということで、今回調定額に対して３０％を計上して、

できるだけ徴収に努めたいと考えております。以上でございます。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    消防長、家本君。 

（消防長 家本 宏君 登壇） 

○消防長（家本 宏君）    それでは、美濃良和議員の御質疑にお答えをさせていた

だきます。 

  １５ページ、１３款使用料及び手数料、２項手数料、４目消防手数料の件でございま

す。 

  先ほど議員おっしゃられましたのは、平成２６年度の決算書との対比かと思われます。

確かに決算書においてはそういった表記がございますが、消防手数料といいますのは毎

年定例的に見込むのが困難なものばかりでございます。つきましては、毎年度のことな

がら、当初予算書におきましては危険物等手数料ということで１万円、科目設定という

ことで計上させていただいているところでございますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（消防長 家本 宏君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    生涯学習課長、岩田君。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 登壇） 

○生涯学習課長（岩田貞二君）    それでは、１４ページの５目教育使用料の中の１

節、真国区民センターの利用状況はどうかと、項目がないのと利用状況はどうかという

ことであります。 

  ２６年度の実績では、真国区民センターの利用者は１,５４６人ということになって

おります。使用料につきましては８,１００円ということで、少額ではありますが、収

入としてあります。 

  実際この真国区民センターは地域の方々が主に利用する状況で、一般的に料金が発生

するとは考えにくい施設であります。そういうことで項目がない状態です。料金が発生
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した場合は、また決算等でお示しするという形をとらせていただきたいと思いますので、

よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    １５ページをお願いします。美濃議員の御質疑にお答

えさせていただきます。 

  １３款使用料及び手数料、２項手数料の土木手数料の建設残土処理手数料の海南市の

ほうにも残土処分場ができておるということで、今後見通しとか移譲はできるのかとい

うことであったかと思うんですが、海南市の処分場については、まず堺バイパスで５０

万立米近くの切り土が出るという話を伺ってございます。そのために、事業の効率を上

げるために北野上地区に設けられたというようなお話を聞いてございます。 

  当町に関しましてですが、今後まだ国道３７０号の美里３バイパス・４バイパス、ま

た野上清水線の改良工事等々も県においてございますので、従来どおりの２,０００万

円から３,０００万円ぐらいの収入は見込めると思ってございますので、よろしくお願

いいたします。 

  以上簡単ですが、答弁とさせていただきます。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    １０ページの税金、町税、町民税等についてですけども、

類団との関係はわからんということでしたね。１２ページにあるところの地方消費税交

付金が約３,０００万円上がったと。よく言われるのが、それとほかの税金、例えば町

民税とかですね、消費税が上がれば町民税が減ると、当然そうですよね。ものの値段が

消費税によって上がると同じような状況になりますから、だからものを買わなくなると

いうことで、その辺のところを関係ということについては見ておられないのかどうか。

実際２８年度見てみましたら、町民税等が減るということですよね。そういうふうなと

ころのことについての分析をされた上での数字ということについてはどうだったのか、

お聞きしておきたいと思います。 

  それから、先ほど１１ページの各利子割交付金から下の部分ですけれども、それとも

う一つ株式等譲渡所得金についても２６年度決算では５００万円が今回５０万円という
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ふうに計上してますけれども、１０分の１と。これについても、株式等がどう動くかわ

からないということの上で、こういうふうに判断されたということなんでしょうか。 

  何にしても、今後株とかいろんなものがどんなになってくるかわからんということで、

うちとしても歳入欠陥の一つの原因にもなってくるやもわからんような状況が見込まれ

るわけですよね。そういうところについて、やっぱり紀美野町としてそういう歳入欠陥

が起こらないというふうなところの御判断がここのところでされているのかどうか、お

聞きしておきたいと思います。 

  それから、本当にこれから何についてもよくわからない、今までのように、ある程度

先が読めたという状況ではなくなってきてるということがあって、財政当局のほうも厳

しく見てされてきてると思うんですけれども、実際のところ交付税は１２ページですね、

一番下の地方交付税ですけども、こんなところというふうに見ておかなければ仕方ない

というふうな、ということなんでしょうね。 

  あともう一つ総務課長の答弁で、臨時財政対策債が借金を地方がしてくれと、本来な

らば交付税特別会計がしなければならない借金を地方にしてくれと、そのかわりに交付

税特別会計でその分は必ず返済しますと、そういうことで始まってきてるわけですね。

交付税特別会計が実際自分とこで借金ができないから地方でしてくれという、そのもと

になる交付税特別会計が持ってる起債ですね、今どこまで来てるわけですか。もう年々

ふえてる状況にあるんじゃないかというふうに思うんですね。そいつがふえてくると、

実際今後我々全国の市町村とか地方が臨時財政対策債で地方が借りた分を交付税特別会

計が返済するという本来の約束が、信頼しなきゃならん、実際そうなってますから、そ

うなるんでしょうけれど、余りにふえてくると、その約束が心配されると。そうなって

くると、うちも町の財政を考えていく上でも大変しにくくなってくると思うんですけど

も、その辺のところ、交付税特別会計が持っている起債分ですね、どれぐらいあるのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

  １４ページに入りまして、２目の土木使用料の中の公営住宅使用料ですね、ここで３

０％見てるとかという答弁であったと思うんですけども、滞納繰り越し分が１９５万６,

０００円、約２００万円の、この１９５万６,０００円というのが滞納分の３０％、こ

ういうふうに見るんですか、そういうことではなくて。今滞納額は全部でどんだけある

んですか。そこのところをお聞かせいただきたいと思います。 

  それから、ちょっと戻って１３ページの一番下の先ほど福祉保健課長さん、長谷毛原
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健康センターについては若干利用が減ってきてるということでそれぞれ答弁いただいた

んですけども、実際ここは運営できていけるというその辺は大丈夫なんですか。だんだ

んと人口が減ってきてる中で、一番東に位置するところの事業所はどうなってくるのか、

今後事業所の減というのが心配されてくるような、国との関係で見たらその心配がある

わけなんですけども、その辺のところの見通しはどういったものか、お聞かせいただき

たいと思います。 

  それから、１５ページの１３款の使用料及び手数料の中の手数料の２項手数料の中の

土木手数料ですね。海南は海南で事業があるのでつくったけれども、紀美野町について

は３７０号に関するところや清水線等の事業があるから大丈夫と。今後の見通しですね、

今これからトンネルを掘られようとしてるわけですけれども、そこのところは、もうこ

こが一番建設残土処理手数料のそこの部分の１,９００万円というところがもうピーク

と、そういうふうに見ておけばよいということでよろしいわけですか、お聞きしたいと

思います。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

○総務課長（牛居秀行君）    美濃議員の再質疑にお答えを申し上げたいと思います。 

  まず、１１ページでございます。 

  株式譲渡所得割５０万円を見てございます。これにつきましては、先ほどちょっと私

の説明が悪かったのかどうかわかりませんが、申し上げましたように個人の株の話でご

ざいまして、大変でこぼこがあるということを申し上げました。一番低いときで、平成

２４年度が６１万６,０００円の決算でございます。それに比べまして、２６年度が５

００万円、２５年度が約８００万円といったことで、非常に見えにくいという中で、歳

入欠損を起こさない程度の額の例年並みの５０万円を計上させていただいたということ

で御理解を賜りたいと存じます。 

  それから、１２ページの地方消費税交付金につきましても、議員一番最初に２６年度

でふえていると、実質的には１,８５２万９,０００円、２５年度から比べるとふえてお

るんですが、このふえた要因は何なんだというお尋ねであったかと思います。 

  それで私が説明をさせていただきましたのは、２５年度から２６年度にかけまして、

２６年４月１日から消費税の税率が５％から８％に上がってございますと。その中で消

費税が５％の場合は消費税分が４％、地方消費税分が１％、消費税率が８％のときは地
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方消費税が６.３％、それで地方消費税が１.７％という形に税率が平成２４年４月１日

から変わりました。それによる増額でございますとお答えを申し上げたところでござい

ます。 

  それから、地方交付税であります。 

  地方交付税につきましては、先ほど田代議員のときにも詳しくちょっと述べさせてい

ただきましたけれども、歳入欠損を起こさないように積算をしてございますので、御理

解を賜りたいと存じます。 

  それから、臨財債のお話がございました。 

  臨財債において、国のそういう負債がどれぐらいあるのかということ、ちょっと私、

勉強不足で申しわけございません。ちょっと国のそこの状況につきましては、答えるだ

けの今知識がございません。資料がございませんので、これについては御勘弁願いたい

と存じます。 

  ただ、臨財債につきましては、議員御発言のとおりでございます。まず、先ほども申

し上げましたが、国の地方交付税の特別会計でちょっと払いづらいよというときには、

平たく言うと、町のほうで借金してちょうだいね、その借金についての支払いについて

は後ほど地方交付税でお返ししますよというふうな制度でございます。議員が御発言の

とおりでございます。 

  議員御心配の今後、国がだんだんこれが大きくなっていって負担が大きくなったとき

に国からはしごを外されるん違うかという御心配だろうと思いますけれども、我々国民

でございまして、国の一つの機関の一部でもございますので、やはり国をまず信じない

という限定でいきますと、もう全てが成り立たないということでございますので、一応

国が約束をしてくれている、地方交付税で後ほどお返しするというふうなことにつきま

しては信頼をしているところでございます。以上でございます。 

○議長（小椋孝一君）    税務課長、西岡君。 

○税務課長（西岡秀育君）    私からは個人住民税と消費税についてお答えをいたし

ます。 

  住民税の計算といたしましては、２８年１月１日現在に住所を有する方で２７年分、

２７年１月１日から１２月３１日までの所得に対してかかるものでございまして、先ほ

どから申し上げますとおり、ことしの算定につきましては給与所得者の所得の安定、そ

して団塊の世代による退職者、また個人事業者への経済効果のずれもあり、また国際経



－３２－ 

済の不安定要素もありということでございますので、個人事業者に対しての売り上げ

云々というのは、５％から８％に上がった消費税も多少は影響されているのではないか

という推測のもとでございます。以上でございます。 

○議長（小椋孝一君）    保健福祉課長、宮阪君。 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    それでは、美濃良和議員の再質疑にお答えいたし

ます。 

  １３ページの下段の長谷毛原健康センターでございます。議員おっしゃるとおり、長

谷毛原地域において大切な介護サービスと認識してございます。 

  経営、運営ができるのか、見通しはどうかという御質疑だったと思います。現在毛原

のデイサービスにつきましては、サービスの過当競争といいましょうか、上神野にござ

いますモモの施設に利用者が一部流れているということも聞いてございます。ただし、

法人が行う美里園が現在行ってございます。やはり法人の自助努力に期待したいところ

もございます。やはり毛原には、サービスの一つということでなくてはならないサービ

スでございますので、できるだけ町としては応援したいと考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    美濃良和議員の再質疑にお答えいたします。 

  １４ページの公営住宅使用料の滞納繰り越し分１９５万６,０００円の積算根拠でご

ざいますが、２７年度までの未収額と、それから２７年度の未収予定額を足しまして６

５２万円となっています。それの３０％の徴収率ということで１９５万６,０００円と

なっております。以上でございます。 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、井村君。 

○建設課長（井村本彦君）    私のほうからは、１５ページをお願いします。美濃議

員の再質疑にお答えさせていただきます。 

  ２項手数料の３目土木手数料の建設残土処理手数料の１,９４４万３,０００円につい

てでございますが、ピークと見ているのかというお話でございますが、残土処分場の運

営にも最低限の維持費等々もかかってまいります。通常、歳入に関しましては約１万１,

０００立米をもとといたしまして、この金額を算定してございます。県の工事が主な収

入源になってくるかと思うんですけれども、県の発注状況と、それと発注されても工事

の進捗状況によって、いつ入ってくるかはわかりません。ですから、見込める最低限の
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数字で計上させていただいているということで御理解を賜りたいと思います。 

  以上簡単ですが、答弁とさせていただきます。 

○議長（小椋孝一君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    消費税と町民税の関係は多少あるとこういうことで理解

いたしました。 

  しかし、何があるかわからんというふうに私言いましたが、交付税に関係しても実際

は国を信じていかなければなりませんけども、しかし、その何があるかわからんという

のはあるわけで、戦争が終わってあの当時の人の話を聞くと、あの当時もＧＤＰをはる

かに超える借金を国が持ってしもたんですよね、戦争もあったりして。それで何をやっ

たのかというと、あれは物すごいインフレを起こして、しかも銀行の預金等は凍結して

まうと、そういうことで当時の国民の皆さん、本当にひどい目に遭うたというのは私も

親から聞いた話であります。これはもう実際のところだと思うんですけれども。 

  先ほどのこれは２４ページの臨時財政対策債、これについては大体合併前で地方に毎

年交付される交付税の金額は２０兆円そこそこだったと思うんですけど、その当時に交

付税特別会計は２０兆円の借金を持ってると、こういうふうなことで大変えらいことに

なってくるということで、また臨時財政対策債もそのころから始まったというふうに思

うんですけども、それからここ数年前に聞いたらもうそんな数字ではなくて、８０兆円

かそこらの借金を持ってるというふうに聞いたんですけども、今現在はその辺のところ

はどうなんですか。聞いてもらえたら、大体交付税が全国の地方自治体に交付されてる

金額、それと交付税特別会計が持っている借金ですね、それから臨時財政対策債として

地方が交付税特別会計のかわりに持っている起債というのは幾らあるのか。 

  これ見ておかなければ、信頼をしなければなりませんけども、そこのところを十分に

我々見とかなんだら、町の町長もリーダーとして頑張っていただいてますけども、議会

もそれをきちんと把握した上で執行を認めたかどうかの責任が当然出てくるわけですね。

一緒になって町民に対する責任を負わなきゃならんわけですけども、その点で信頼とい

うことは大事なんですけど、状況も見ずに信頼ということにならんと思うんです。その

辺についてどうであるのか、お聞きしたいと思います。 

  それから、１４ページの土木使用料ですね、土木使用料の中の要するにアパート、町

営の住宅のまだ未収の部分が６５２万円あるということで、そのうちの３０％というよ

うなことが言われてましたけれども、これはずっとふえていってるわけですか、その辺
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のところはどうですか。担当のほうでかなり努力をされてきてると思うんですけども、

その辺のところの状況はどうであるのか。その中の悪質と言われるところがないのかど

うか、その辺はどういうふうに把握されているのか、お聞きしたいと思います。 

  その下の教育使用料の中の真国区民センターなんですけれども、お金を取れというの

ではなくて、要は一つのその金額というのが区民センターがどんだけ使われている一つ

の数字ではないかと思うんですけども、１,５４６人が使われたと今答弁いただいたん

ですけども、ここですね、真国区民センター、民間という点では、りら等が一生懸命や

ってくれてると思うんですけども、やはり社会教育として真国区民センターを我々は振

興させなきゃならん責任があるかというふうに思いますけども、その辺についての取り

組み等は数字が上がってなかったので、その辺のところどうなっているかということで

聞いたんですけども、２８年度については区民センターをどのように皆さん方に使って

いただく、利用料をどんどん数字をどんどん上げていくと、そういうことについて押さ

えているのか、お聞きしたいと思います。 

  それから、１５ページの土木手数料の建設残土ですけども、１万１,０００立米を基

本に置いて計算されてるということなんですけども、それはちょっと抑えてるんだけれ

ども、県の工事についてはどんなんになるのか、いつ始まるのか等はわからないという

ことなんですけれども、その辺のところは大丈夫なんですか。あそこ、シルバーを中心

に運営してくれてると思うんですけども、その辺のところについてもう一度お聞きして

おきたいと思います。 

  それから、ふるさとまちづくり応援基金については、数をふやしたと言いましたかね、

そういうふうなこと等で、他の自治体がやってるようにそれを一つの障害者団体が仕事

にすると。そういうふうな形でやっぱりそれも応援してくださいよというふうに全国で

訴えるというふうなことはあってもいいんではないかというふうに思いますが、その辺

のところの取り組みについてはどうであるのか、お聞きしておきたいと思います。 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

○総務課長（牛居秀行君）    美濃良和議員の再々質疑にお答えを申し上げます。 

  まず、当方の紀美野町の借りている臨財債の総額でございますが、平成２８年度末で

見込みで２５億３,７４４万５,０００円でございます。これが我々が臨財債として発行

している２８年度末残高でございます。 

  それと、ちょっと今資料を確認をしておったんですが、国の一応地方交付税の特別会
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計の借入金残高については、２８年度末見込みで３２.４兆円、２７年度末見込みで３

２.８兆円というふうな数字になってございます。この数字が国はひどいことになって

いく数字であるのかどうかというまでの分析は、議員御指摘のように分析しているのか

ということでございますが、この金額がそういうふうな議員御懸念の状態になる金額で

あるのかどうかという分析については、先ほど申し上げましたように勉強不足でござい

ますので、そこまでの分析はちょっといたしかねるところでございます。 

  ただ、臨財債という制度が国のほうでございますので、信じる信じないということは

別として、どちらかというと我々の選択肢としては、地方交付税をいただく、もちろん

これは今大きな財源であります、２８年度当初予算におきましても、約５４％というの

を地方交付税が占めておるわけでありまして、そこへ対する臨財債でいただいていると

いう制度がございますので、その制度にのっていかざるを得ないという選択肢がないと

いうところでございます。信頼できないから、じゃあそれをどうするんだと言われても

ちょっと戸惑うところがございますので、お答え申し上げられませんけれども、現実に

おきましては、国のこういう制度に従って粛々と運んでおるというところでございます

ので、御理解賜りたいと存じます。 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    美濃良和議員の再々質疑にお答えいたします。 

  １４ページの公営住宅使用料滞納繰り越し分の関係でございますが、今後の取り組み

ということで、今滞納されている方については長引く不景気により、住宅の入居者にお

いても日常生活が非常に厳しい、その結果、住宅使用料の滞納につながっていると思わ

れます。町といたしましては、こういった現状を考慮しながらも、毎月督促状の発行や

定期的に滞納者との話し合いを持ち、必要最小限の中で分割等による滞納使用料の支払

いの誓約により、徐々にでありますが、滞納の回収等に努めていきたいと思っています。

また、夜間の徴収にも努めたいと思っております。 

  それから、悪質な方はないのかということですけど、特に悪質ということではござい

ません。 

  それから、２１ページの１７款寄附金のふるさとまちづくり応援寄附金の関係でござ

いますが、先ほども言いましたように、４月以降にそういった町のホームページに載せ

て多くの方に納税していただくというような方向で考えているということで、まだそう

いった商業者団体への取り組みということについては、まだそういったことは今後検討
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していきたいなと考えております。以上でございます。 

○議長（小椋孝一君）    生涯学習課長、岩田君。 

○生涯学習課長（岩田貞二君）    美濃議員の質疑の真国区民センターの今後の利用

の進め方ということで御質疑があったと思います。 

  公民館では、平成２８年度から地域を活性化するための指導者ということで、陶芸で

あったり体育関係であったり、そういうことの指導的立場の人を登録して、うちの公民

館で管理して、その地域でこういうことをしたかったら、生涯学習課へ連絡くれればそ

の人が派遣できるというようなシステムをつくろうと思っております。２８年度は登録

のみになるかと思いますが、２９年度からはそれを実施していきたいというような形で、

地域を活性化するためのそういう指導的な立場の人を派遣できるよう体制をつくりたい

と思っております。 

  今後真国区民センターの利用を高めるためには、地域の人が御利用できるように指導

してほしいということがあれば、区民センターを利用して、その地域の施設の利用を高

めていきたいと思っておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、井村君。 

○建設課長（井村本彦君）    美濃議員の再々質疑にお答えさせていただきます。 

  １５ページの３目土木手数料の建設残土処理手数料でございますが、これに関して県

の工事のほうは大丈夫かという御質疑であったかと思うんですが、国道３７０号に関し

ましては、災害緊急時の輸送道にも指定されてございます。そして野上清水線について

も川筋ネットワークということで予算がつくと思っております。また、議員各位におか

れましても陳情等々御尽力をいただいてございますので、この件については多分予算は

ついてくるものと思ってございます。 

  ただし、予算がついても直接工事の進捗状況によって、すぐ残土に反映するとは限り

ません。でも何年かの間においては必ず搬入があるということになると思いますので、

当面は大丈夫かと思いますので、答弁とさせていただきます。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１１時２３分） 

            ―――――――――――――――――― 

 再 開 
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○議長（小椋孝一君）    休憩に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時３５分） 

○１１番（美濃良和君）    答弁漏れお願いします。 

  全国の市町村の臨時財政対策債の総額は。 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

○総務課長（牛居秀行君）    まことに申しわけございません。 

  先ほど申し上げましたように、全国の臨時財政対策債の総額につきましては、ちょっ

と勉強不足でわかりませんが、単年で平成２７年度でちょっと見てみますと、地方債の

うち臨時財政対策債、国が発行したものが約４兆５,２５０億円ということでございま

すので、そのあたしから推測をしますと、これは議会の答弁でございますので不確定な

答弁として聞いていただきたのですが、そこから推測しますと約４５兆円ぐらいになる

のかなと思います。これはもう不確かな数字でございます。 

  確かに言えますのは、平成２７年度単年におきまして地方債として許可をしている臨

財債につきましては４兆５,２５０億円となってございます。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

  ４番、町田富枝子君。 

（４番 町田富枝子君 登壇） 

○４番（町田富枝子君）    １４ページお願いします。 

  先ほどから皆さん御質問のある１３款使用料及び手数料の４目土木使用料の中の公営

住宅使用料の件ですが、先ほど未収が６５２万円あるとお聞きしました。これは何件で、

そしてまたどれくらいの期間の分か、お尋ねいたします。 

（４番 町田富枝子君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１１時３７分） 

            ―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時４２分） 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 
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（企画管財課長 中谷嘉夫君 登壇） 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    大変お待たせいたしましてどうも済みません。 

  町田議員の１４ページ、１３款の使用料及び手数料、それの公営住宅使用料の滞納繰

り越し分の調定額６５２万円についてですけども、期間につきましては、平成１８年度

から１０年間ということになっています。対象者につきましては２９人ということにな

っております。以上でございます。 

○議長（小椋孝一君）    ２９件。 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    ２９件です。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ４番、町田富枝子君。 

○４番（町田富枝子君）    この６５２万円に対して今２９世帯とお聞きしましたが、

今後どのように取り組んでいくのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    町田議員の再質疑にお答えいたします。 

  今後の対応ですけども、先ほど美濃議員にもお答えしましたが、そういったことで今

後夜間徴収であったり納付誓約等、一般の納付誓約よりも個人を訪問しまして滞納に努

めたいと考えております。以上でございます。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで歳入についての質疑を終わります。 

  しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１１時４４分） 

            ―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時２９分） 

○議長（小椋孝一君）    続いて、歳出第１款から第２款について質疑を行います。 

  ６番、西口 優君。 

（６番 西口 優君 登壇） 
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○６番（西口 優君）    ２７ページの１１節の中に電気料金というの７２０万円の、

この今電気料金が割と自由化されているといういろんな話を聞くけど、実際にこういう

のは町に対する影響というのは、それはまず安心して送られるということが第一やけ、

そんな影響はというふうにないような気もするねんけどね、ざっと聞かせてもらいたい

と思います。 

  それと２９ページの本庁空調設備改修工事設計業務委託料１,０００万円というこう

いうふうな場合、算定は最初こういうふうな委託料の算定というのはどういうふうにす

るんかなってこういうふうにただ漠然と思ってしまうんですよ。だからそれについてち

ょっと尋ねたいと思います。 

  それと３０ページ、かじか荘改修工事２２６万円はどのようなことを予定しているの

か、尋ねたいと思います。 

  ３２ページの１８節、公用車の１７３万６,０００円というこういうのは、価格の引

き下げ努力、入札に対してどんな形になってるのか、尋ねたいと思います。 

  それと、４０ページの１３節委託料、標準宅地地点改正業務委託料、標準宅地鑑定業

務委託料、固定資産路線評価業務委託料というこれに１,５００万円かな、固定資産税

の税収なんて４億円余ししかないのに案外こういうふうな委託料っていうのかかってる

んで、実務としてどういうことを計画しているのか、お尋ねしたいと思います。 

（６番 西口 優君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 登壇） 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    西口議員の御質疑にお答えいたします。 

  まず最初に、２７ページの需用費の中の電気料７２０万円ですけども、自由化に伴っ

ての影響はどうかということでございますが、特に今は考えておりませんというか、特

に影響はないと考えております。これにつきましては、月々６０万円掛ける１２カ月と

いうことで算出をしております。 

  それから、２９ページの庁舎空調設備改修工事の設計業務委託料ということで１,０

００万円の計上でございますが、この積算の根拠ということでございますが、一応これ

を入札にかけるということで、積算は概算で計上させていただいております。 

  それから、３０ページの１５節の工事請負費２２６万円、かじか荘改修工事の内訳で

ございますが、改修工事の内訳としまして、２年に一度の建築基準法第１２条第１項の
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規定によって定期調査による指摘によって改修するものでございまして、温泉棟の屋根

の破風部の軒天の破損の修繕、それから半円窓の電動オペレーター等の修繕等によるも

のでございます。 

  それから、３２ページの１８節の備品購入費１７３万６,０００円の公用車１７３万

６,０００円の根拠でございますが、これは一応見積もりをとりまして計上させていた

だいております。今後入札ということの方法で実施したいと考えております。以上でご

ざいます。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    税務課長、西岡君。 

（税務課長 西岡秀育君 登壇） 

○税務課長（西岡秀育君）    それでは、西口議員の御質疑にお答えいたします。 

  ４０ページ、２款２項２目１３節の固定資産路線評価業務委託料１,０４８万７,００

０円に関してでございますが、御承知のとおり固定資産税には評価替えがございまして、

平成３０年度の評価替えに際しての路線価、つまり現状の地番図の更新、分筆、合筆等

で登記等の移動のあったものに対して土地システムのデータの修・更正の委託料、路線

価更新、国道沿いを中心とした地域で路線に対し評価額を敷設するための算定のデータ

更新、路線価方式以外の評価方式で評価額の算定を行う３年に一度の委託料でございま

す。あとは地図情報のシステム使用料でございますので、御理解を賜りたいと存じます。 

（税務課長 西岡秀育君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

  ５番、田代哲郎君。 

（５番 田代哲郎君 登壇） 

○５番（田代哲郎君）    お願いいたします。 

  まず、２５ページの議会費で７節、同じく議会費で７節の賃金１４０万４,０００円

計上されてます。ほかの項目でも同じことを質問できるんですけど、議会は臨時職員１

人しか議会事務局はありませんので、それであったら臨時職員の状況がよくわかると思

いまして質疑させていただきます。 

  説明資料によると、５,８００円掛ける２４２日来て１４０万４,０００円、これ月額

に直すと１１万６,０００円ほどになります。お伺いしたいのは、非常に安いという実

感なんですけど、これから保険料とかいろいろ引いたらもっと下がってくるのかなと思
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いますが、これは標準的な事務系の臨時職員の標準的な賃金なのかどうか、お伺いしま

す。 

  それから、２款の総務費です。２９ページに移りまして、１項総務管理費、１目一般

管理費で１５節の工事請負費で本庁舎駐車場整備工事１,６６５万５,０００円が計上さ

れています。先日の説明では、譲り合い駐車場を含む本庁舎の整備、こういったことで、

譲り合い駐車場を何区画設ける予定なのか、お聞かせください。それから、議場照明改

修工事３３１万５,０００円と、ここのこの照明だと思うんですけど、これについても

説明をお願いいたします。 

  それから、同じ２９ページで負担金、補助及び交付金です。北方領土県民会議負担金

５,０００円が計上されています。最近の状況を見てると、政府もこれ本気でやる気が

あるのかなと、担当大臣が歯舞という島の名前を読めないとかいうことがあるので、本

気でほんまに政府としても、いわゆる私たちで言う千島列島を取り返す気があるのかな

というふうに疑問に思いますが、これは単なる補助金を出すだけなのか、そういう運動

に町として期成会とかどんな名前かわかりませんけど、そういうところへ参加すること

があるのかどうか、お願いします。 

  それから、２９から３０にかけて文書広報費が計上されています。１１節の需用費で

印刷製本費が２５７万６,０００円の計上です。広報の印刷製本費だということです。 

  私、毎年この予算議会で質疑してるんですが、いわゆるどこの自治体でも必ず広報紙

は表紙がきれいなカラーで仕上げてあって、中もカラーになってて、読みたいという、

読ませる工夫というんですか、そういうのがカラーをすることによって、かなりそうい

う気持ちになれるんじゃないかと思いますけど、１月号だけはカラーですけども、あと

は全部表紙から、たまにあるけども、ほとんどがモノクロで印刷されてますので、これ

を何とかせっかくいい写真を撮り一生懸命編集してくれてるんで、何とかカラー印刷と

いうことを考えることはできないのか、お伺いします。 

  それから、５目の企画費に移ります。３２ページです。 

  負担金、補助及び交付金、３２ページです。途中であれが間違うことがあるかもしれ

ませんので。１９節負担金、補助及び交付金で定住促進補助金が１,３５０万円の計上

です。特にまちづくり支援補助金のほうがその下に４００万円ということで計上されて

います。定住促進補助金という名前での計上というか、まちづくり支援補助金という、

いま一度この事業内容をちょっと簡単で結構ですので説明をお願いします。 
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  それから、６目の電子計算費が３３ページです。 

  いわゆるマイナンバーに伴うシステム改修委託料５７６万８,０００円、社会保障・

税番号制度に伴う例規整備支援委託料が１４０万４,０００円、セキュリティクラウド

構築委託料が９８万１,０００円です。この三つの事業の内容を御説明をお願いします。 

  それから、１８節に備品購入費というのは、これはひょっとしたら説明の聞き漏らし

かもわかりません。聞き漏らしかもわかりませんけど、この事務用備品５,６０９万９,

０００円というこの事業の内容の説明をいま一度お願いします。 

  それから、９目の３６ページに移ります。 

  ９目の自治振興費で１３節の委託料、ページ間違いですかね、３６ページはあります

よね、自治振興費で１３節委託料でコミュニティバス運行委託料が３,５００万円の計

上です。２７年度当初予算が３,６００万円ですので、これ減額をした理由について説

明をお願いします。 

  １１目諸費は３７ページです。毎年これ聞くのあれですけど、１９節の負担金、防衛

協会１万５,０００円のあれです。 

  ただ、今回初めて計上されたのが平和首長会議負担金２,０００円の計上となってい

ます。ことしからですけども、防衛協会、具体的に集団的自衛権が法律が安全保障整備

法が通ったということで、全国防衛協会の機関誌、防衛協会会報というのがあるんです

けど、新年号にことしから初めて防衛大臣がカラーで、今まで白黒で、統合幕僚長が毎

年白黒写真載ってたんですけど、ことしからは初めて防衛大臣の中谷防衛大臣が挨拶が

掲載されています。平和安全法制が成立したことで、協会の主張がずっとそれを主張し

続けてきたあれですから、もともとこの協会はそれもそうだけど憲法改正、９条を改正

しろというのが趣旨ですので、そういうことの反映だと思います。 

  毎年言ってることですけれども、そういうふうに国の政策を求める自治体として、も

ちろん自衛隊がいわゆる防災である災害復旧とか救助とかで果たしている役割は非常に

大きいことはそのとおりですが、反面そういう防衛政策にかかわっていくような団体に

自治体として助成すべきではないのではないかと思うんですが、その点についてお伺い

します。 

  それからもう一つ、いわゆる平和首長会議というのは核廃絶を目指す首長の会議で、

会長はたしか広島市長で副会長が長崎市長だというふうに認識しています。初めて計上

されたということは新たに加盟したのか、それとも今まで加盟していたけども、いわゆ
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る負担金は計上していなかったということなのか、その辺のことに、二つ全然正反対な

んで、その辺のことの答弁をお願いします。 

  それから、３８から３９ページに防災諸費というのが１２目で防災諸費があります。

これの１９節負担金、補助及び交付金で住宅耐震改修事業補助金が４４９万４,０００

円の計上です。これも決算のときには非常に予算が多いという割には執行が少なくて、

平成２６年度の決算で１２９万７,０００円の執行しかないんです。毎年度予算額に対

して執行額が少ないんですが、その理由はどういうことなのか。つまり、耐震工事って

非常に高くつくので、こういう補助があるからといってそれにやるというのは難しいと

いうことなのか、その辺のことについての答弁をお願いします。以上です。 

（５番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    田代議員の御質疑にお答えを申し上げたいと思います。 

  まず最初ですが、臨時職員についての御質問であったと思います。臨時職員の給与に

つきましては、全般的にわたって計上してございますので、町としての一般的な考え方

で御答弁申し上げたいと思います。 

  まず、２５ページの７節でございます賃金、この１４０万４,０００円につきまして

は、議会の臨時職員１名分５,８００円の２４２日分として計上させていただいたもの

でございます。 

  また、議員おっしゃった臨時職員と一般職との差というふうな形での御質疑だったと

思いますが、当町におきましては、少子高齢化や地方分権による行政需要が増大してご

ざいます。また、人口減少に直面してございまして、将来の財源増を期待することがで

きない状況でもございます。これは先ほど御説明申し上げたとおりでございます。 

  当町の事業の多くにつきましては、人が直接行うサービスでＩＴ化や業務の効率化に

よる人員削減は大変期待しづらいというふうなところもございます。行政ニーズの多様

化、高度化に伴いまして、ますます人手が必要となっている状況でございます。 

  しかしながら、議員も御承知のように厳しい財政状況の中で、職員数を削減していか

なければならないという事情も一方ではございます。そんな中で、臨時非常職員の皆さ

んのお力を借りなければ行政サービスが回らないということでございます。 

  臨時職員につきましては、現在地方公務員法第２２条の臨時職員、臨時的任用職員を
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採用しておるところでございます。この臨時職員の給料につきましては、平成２４年度

それから平成２７年度にアップをしてございます。業種によりましては、５,８００円

から１万６,１００円となってございます。また、職員の４分の３以上の勤務時間業務

をしていただく方につきましては、社会保険の加入を義務づけ、週２０時間以上１カ月

以上勤める可能性のある方々には雇用保険もかけてございます。健康診断も年に１回実

施しているところでございます。 

  今後臨時職員の処遇改善につきましては、誠意を持って取り組んでまいりたいと考え

ておるところでございますので、御理解を賜りたいと思います。全般的に臨時職員の予

算がのってございますので、臨時職員に対しましての一応町の考えを述べさせていただ

きました。 

  次に、２９ページでございます。 

  １９節負担金、補助及び交付金でございます。これにつきましては、交付金の中で北

方領土県民会議ということで５,０００円計上させていただいています。これは補助金

といいましょうか、補助金５,０００円とそれぞれの決起集会等におきましても参加を

させていただいている状況でございます。 

  それから３０ページでございます。 

  印刷製本費、文書広報費の中の印刷製本費で２５７万６,０００円の計上でございま

す。これにつきましては、議員おっしゃるように広報紙の印刷の予算でございます。大

変広報紙につきましては、紀美野町は充実した内容を載せていると自負しているところ

でございます。 

  カラー印刷できないのかということでございますが、これ昨年度も多分同じことを聞

かれたと思うんですけれど、苦しい財政状況の中で、内容をより魅力ある内容とするこ

とで購読意欲を向上させていきたいと考えてございます。カラー刷りにしましては、議

員もおっしゃいましたけれども、１月号についてはカラーをしておりますけど、その他

につきましては白黒ということでございます。財政状況等もございますので、カラーに

することだけが魅力のある広報紙の作成とは考えてございませんので、内容を充実させ

まして、より魅力的なものに仕上げてまいりたい、そのように考えてございます。 

  ３３ページ、１３節委託料でございます。ここで説明欄の下から三つ目の社会保障・

税番号制度施行に伴うシステム改修委託料５７６万８,０００円の計上でございます。 

  これにつきましては、平成２６年度からマイナンバー制度に対しまして順次システム
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改修を行ってきたところでございます。主に２６年度、２７年度におきましては、税番

号制度に対応する庁舎内のシステム改修といった形をとらせていただいてございますが、

今回上げさせていただいてますのは、平成２９年７月から地方公共団体情報システム機

構のほうで中間サーバーのプラットフォームを構築しますので、そことの連携を図れる

べく、今回この平成２８年度でシステム改修を行うものでございます。 

  それから、その下のセキュリティクラウド構築委託料でございます。９８万１,００

０円。 

  これにつきましては、県下３０市町村ございまして、全てが加入しておるんでござい

ますが、和歌山県の電子自治体推進協議会という会がございます。そこで自治体クラウ

ド推進会議ということで、自治体のセキュリティをより強力化していこうということで

結成されて、その中でのセキュリティクラウド部会というものを立ち上げようというと

ころでございます。事務局につきましては、県の情報政策課が事務局となってございま

す。 

  より一層、これはもうイタチごっこでありまして、より一層強固なセキュリティを構

築していくということについては、１町だけではなかなか予算的な面も苦しいところが

ございますので、県下３０市町村合わせまして、ともにそれに対応していこうというと

ころの会でございまして、その構築費用、要するにセキュリティクラウドを構築する費

用が紀美野町分として９８万１,０００円ということでございます。 

  それから、１８節備品購入費でございます。５,６９９万９,０００円の計上でござい

ます。 

  これにつきましては、現在業務で使っておりますパソコンというのが、そのほとんど

が平成２２年度に購入したものでございまして、もう６年という月日がたっている中で、

修繕するにもその部品がないといったような状況でございますので、このたびパソコン

２３８台とプリンター２３台を買うという予算でございます。 

  それから、３６ページでございます。 

  ３６ページの１３節委託料説明欄から下から２番目のコミュニティバスの運行委託料、

これ前年度は平成２７年度は３,６００万円見ておりましたけれども、本年度はその１

００万円減額の３,５００万円となっております。これにつきましては、運行自体は変

更はございません。ガソリン代が相当安くなったということの中で、原価計算の中で計

算を行って１００万円減というふうな形になったものでございまして、運行自体は変わ
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るものではございません。 

  それから、３７ページでございます。 

  １９節負担金、補助及び交付金で県の防衛協会１万５,０００円の計上でございます。 

  この計上につきましては、例年御説明を申し上げておりますように、やはりこの会は

自衛隊を支援していく援助していく会でございます。自衛隊はいろいろな職務がござい

ますけれども、特に我々といたしましては自衛隊の災害支援ということに重きを置きま

して、その活動に対しましてわずかではございますが、それを支援する会に負担金を補

助といいましょうか、払っておるところでございます。 

  それから、その説明欄の一番下でございます。平和首長会議の負担金、これは議員お

っしゃるとおりでございまして、広島市と長崎市は核兵器の核廃絶を求めてございます。

事務局は議員おっしゃったとおり広島市でございまして、目的につきましては、核開発

の廃絶の市民意識を高めまして、世界的な規模でそういった平和意識を喚起し、核兵器

の廃絶を実現させるとともに、世界恒久平和の実現に寄与することを目的として発足さ

れた会でございまして、この２８年度から２,０００円というわずかなお金ではござい

ますが、負担をさせていただくということになったものでございます。 

  それから、３９ページでございます。 

  ３９ページの負担金、補助及び交付金の説明欄の下から２行目でございます。住宅耐

震改修の事業補助ということで４４９万４,０００円上げさせていただいてございます。

内訳につきましては、住宅の耐震改修が３件、住宅の耐震補強が３戸、非木造の耐震診

断が３戸、耐震のシェルターといいましょうか、耐震ベッドとかシェルターというのは

平成２７年度から新しく入ってきた制度でありますけれども、それを３戸ほど計上させ

ていただいて、あわせて４４９万４,０００円でございます。 

  この動向につきましては、議員おっしゃるとおりでございまして、なかなか診断は行

くんだけれども改修が追いつかないというところがございます。やはりその原因としま

しては、改修はしたいんだけれども、やっぱり老齢化してきて、もうそこまで家も古い

んで、さわっても結局新築するときにちゃんとするよといったそういうふうな流れが多

うございまして、なかなか私どもが進めようと努力はしておるんですけれども、なかな

か前向いて進まないというところが原因、答えになってるかどうかわかりませんけれど

も、そういったところでございます。 

  そんな中で、先ほども申しましたように、県のほうも今までになかったような一つの
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部屋、全体をいらうのではなくて一つの部屋だけを耐震化できるようなシェルターとい

うような一つの試みといいましょうか、そういったものの制度をこの２７年度から追加

がされておるわけでございます。そういったところで今後この普及につきましては努め

てまいりたいと考えております。現実といたしましてはそういうところでございます。 

  以上、答弁といたします。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 登壇） 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    私のほうからは田代議員の質疑にお答えいたしま

す。 

  ページ数につきましては２９ページ、１５節の工事請負費１,９９７万円のうちの本

庁舎駐車場整備工事１,６６５万５,０００円の内容でございますが、本庁舎の駐車場の

舗装及びフェンスの改修、それから白線の引き直しとともに譲り合い駐車場の区画を整

備するものでございます。先ほど言われましたのは、譲り合い駐車場は何区画かという

ことですけども、一応２区画を予定しております。 

  それから、次の議場照明改修工事でございますが、３３１万５,０００円でございま

すが、その内容ですけども、ＬＥＤの器具に取りかえということで、電球が今現在１２

０本とロングの長いものが３０本、トータルで１５０本あります。それを足場を組みま

して施工するということになっております。 

  続きまして、３２ページの１９節負担金、補助及び交付金の中の定住促進補助金でご

ざいます。１,３５０万円ということで計上させていただいております。 

  これにつきましては、２６年の補正ということで、若者定住促進事業、今まではこう

いった事業でやっておりました。それをまた内容を多少変えまして、４０歳未満の方を

対象にしていましたんですけども、それを５０歳未満に変更しまして、この定住促進と

いう活力に満ちた魅力あるまちづくりを推進するため、町内に居住しようとする５０歳

未満の方に対して、宅地を購入して宅地を新築購入または増改築に対しての補助金を交

付するものでございます。以上でございます。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    まちづくり課長、西岡君。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 登壇） 
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○まちづくり課長（西岡靖倫君）    田代議員の御質疑にお答えさせていただきます。 

  ２款総務費の１項総務管理費、５目企画費の１９節の負担金、補助及び交付金の中の

まちづくり支援補助金４００万円の内容について御説明させていただきます。 

  紀美野町における過疎対策の事業等または団体で活動しているまちづくりの組織に対

して３分の２の補助金を出している事業でございます。本年度は５０万円の８団体を予

定しております。平成２７年度見込み額としましては、７団体３００万７,０００円の

予定で今現在進んでおります。 

  以上、まちづくり支援補助金について説明させていただきました。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ５番、田代哲郎君。 

○５番（田代哲郎君）    臨時職員の待遇に関しては、鋭意努力していくというふう

に受けとめたんですが、ぜひとも努力してほしいと思いますので、要望にとどめておき

ます。 

  総務費で２９ページ、１５節総務管理費、一般管理費の工事請負費で本庁舎駐車場整

備工事についてはわかりましたが、議場の照明はＬＥＤじゃない一般の蛍光ランプなの

で、それをＬＥＤにかえたら電気料金も安くつくし寿命も長いという。それはそれで結

構だと思いますけども、ここには事業費として上がってないので、また将来のことで考

えてほしいと思うのは、音響の装置を何とかしてもらえないかという、非常に音響がち

ょっと先ほどから聞いててわかると思うんですが、ちょっと音量を上げていくとピーっ

というハウリング音が出てくるので、余りそれ以上に上げられないという。マイクロホ

ンは非常にいいマイクロホンでフィリップス社のを使ってるんですが、そういう問題が

ありまして、その中でこのハウリングという反響、そういう雑音を起こしやすいところ

を集中的にカットする機械があるんですけど、それを入れられないか見たんですけど、

アンプとあれが一体になっていて、それを入れる余裕がもともと音響用につくられたも

のではないので、そういう問題があろうかと。議場の中だとある程度聞こえるんですけ

ど、傍聴席へ行くとほとんど聞こえないということで、いつも苦情が出てますので、そ

ういうことも将来は手をつける考えがないかどうかだけお聞かせください。 

  それから、北方領土の負担金は２９ページですけども、期成会とかそういうところへ

参加していくことがあるということで、できるだけやっぱりああいうていたらくを見て

ると、ほんまに北方領土という私たちは千島列島と言うんですけど、返してくれって考
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えてるのかどうか疑問に思うところがありますので、もし出ていって、そういうことを

もっとしっかりやってほしいとかいう意見を述べる機会があるものかどうか、それは難

しいのかな、でもやっぱり地方自治体からそういう突き上げをしていかないと、ああい

うことが本当に担当大臣が担当する島の名前を読めないというようなことでは、ほんま

にそれは大変なことだと思うんです。だからそういうことも意見を上げることはできる

のかどうか、やっぱり自治体から上げていかんと無理だと思いますので。 

  文書広報費、毎年言うてるんで、できるだけやっぱりカラーにしてほしいと私はずっ

と考えてます。せっかく魅力のある編集をしてくれてるんだから。 

  企画費の定住促進とまちづくり支援協議会についてはわかりました。 

  電子計算費、３３ページですけど、その中でセキュリティクラウド構築委託料９８万

１,０００円で、市町村のいわゆるそういうクラウド、セキュリティのあれをきちっと

構築するんやということですけども、これは市町村でやるということは、いわゆる社会

保障・税番号制度に伴うものではなくて、情報系のネットワークのセキュリティを強化

しようということなのかどうか、その点だけをお願いします。 

  それから、税番号制度のためのシステム改修委託料５７６万８,０００円は、いわゆ

る中間サーバーとの間の連携をということは、今まで中間サーバーと連携というか、そ

ことつないで、そこから情報を得るということは行われてなかったのかどうか、だから

こういうことをやってということなのかどうか、その辺だけお聞かせ願います。 

  それから、３３ページの備品購入費ですね、パソコン２３８台。ちなみに聞きます。

１台当たりの単価はどれぐらい考えているのか、これを単純に割ったらいけるのかどう

か。今のパソコンは２２年からということは８年ですから６年前ですね。これで単価は

どれぐらい見てるのか、お願いします。 

  それから自治振興費について、ガソリンが下がったから下げただけで、不便だという

苦情は時々聞くんですけど、今のところから変わることはないということで、そのまま

にします。 

  問題は防衛協会の負担金ですけども、確かに常総市のああいう災害での自衛隊の活躍

というか、救助を専門にやってる部隊の活動というのは目覚ましいものがありまして、

やっぱりあれはあれで救助を専門に訓練されてる部隊なんだと思うんですけども、だか

らそういうことで非常に活躍に頭が下がる思いがします。 

  ただです、この自衛隊を応援する団体というのは幾らでもあるんです、ほかにも。こ
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の団体は余りにも軍事的なことを、例えばいわゆる憲法９条を改正せえというようなこ

とを機関誌で述べたりそういうことがあるので、いつも気にしてるんですが、問題だと

考えてるんですが、今、南スーダンという国にＰＫＯという平和維持活動として３５０

名余りの自衛隊員が派遣されています。活動の内容というのは一番そういう自衛隊が得

意とする復興支援です。道路の舗装に当たったりインフラ整備を一生懸命やっています。 

  でも、この間の法律で去年９月にむちゃくちゃに決定された法律というのは、その部

隊に治安維持とか駆けつけ警護、武器を使う任務を与えることができるというふうにな

ってます。だからＰＫＯと平和維持に行って何かあったら治安維持のために武器を使っ

て治安維持に当たるということは、でもこの３月に入れかわるのは、今月入れかわるの

は余りにも早急であり夏の参議院選挙もあるので、とりあえず９月にもう１回派遣する

そうですけど、３カ月交代なのかどうか知りませんけど、今の施設部隊にかえて、そう

いう９月からの派遣では治安維持活動の任務を持った部隊が９月ごろから派遣というの

が今の政府の方針です。 

  国連人権高等弁務官がこの１１日に、内戦が続くスーダンで２０１５年１０月から１

６年１月に行った調査結果に基づく報告書では、もうとにかく民間人を意図的に狙った

殺害とか女性を狙った多くの性的暴力とか、牛とか家屋の略奪などの事実をいっぱい公

表してます。 

  特に政府軍によって、政府軍と反政府軍の間で戦闘が続いてるんですけど、いっとき

は停戦合意ができてたにもかかわらず、政府軍によって国連が管理しているいわゆる難

民キャンプ、文民保護キャンプというんだそうですけど、そこの中で銃撃が起こって民

族同士の対立ということで、私たち日本人にとってはよくそういうことはわからないん

ですけど、民族が違うということでいがみ合うというのは、そういうことで銃撃戦が起

こったり、そこへまた政府軍が割り込んできて銃撃戦が起こったりというので、だから

そういうＰＫＯに治安維持とか駆けつけ警護のあれを与えるとなると、そういうところ

へ入っていって鎮静化させなければならないと思うんです。 

  言うたら今みたいに道をつくったりというのは非常にいいことですけども、日本の防

衛とは関係ないそういう戦争で他国だけに任せておくわけにはいかんということで、わ

ざわざ出ていって武器を使って殺すのか、自分が殺されるのかわからないんですけど、

そういう命を落としたり命を奪ったりすることはあってはならないというふうに思うん

です。だから、そういうことを促進するような、促進するって、ようなじゃなくて、そ
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ういうことを後押ししてるような団体に補助を出すのはどうかなと私は思いますので、

その点についてお願いします。 

  それから、平和首長会議の負担金だけなのか、平和首長会議だったらそういう会議に

出席を要請されたら出席することはあるのかどうか、そういうこともお伺いしたいと思

います。これ全然正反対の団体なので。 

  防災諸費については、わかりました。 

  あとはその程度で済みません。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後２時２４分） 

            ―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩に引き続き会議を開きます。 

（午後２時２５分） 

○議長（小椋孝一君）    ちょっと休憩します。 

 休 憩 

（午後２時２６分） 

            ―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩に引き続き会議を開きます。 

（午後２時２６分） 

○議長（小椋孝一君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    田代議員の再質疑にお答えをいたしたいと思います。 

  まず２９ページ、北方領土県民会議、これももう毎年これ説明してるんですがね、知

事と県議会議長が会長になって、そして県民会議をやってると、県下３０市町村が加入

し、そして一緒に行動してるんだということでございます。したがいまして、議員がお

っしゃられたように、向こうでも発言せえよというのはもう既にやっております。今さ

らではございませんので、御理解賜りたい。 

  それと、これもまた毎年の話なんですがね、３７ページ、防衛協会の話。これももう

毎年同じことばっかり繰り返してるんです。どこまで行っても平行線です。 
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  そんな中ですが、ことしも議員さん方に申し上げたいのは、２人この町内から自衛隊

員として行かれました。送迎をいたしました。やはり我々は、そうした町内から行かれ

てるそうしたことに対して、やはり応援をしていくべきじゃないかというふうに考えて

おりますので、議員とはどこまでいってもこれは平行線であろうかと思いますので、ひ

とつ御理解を賜りたいと思います。 

  それとその下の平和首長会議の負担金と、これは一応こういう会議をつくるので、首

長会をつくるので加入してくださいと、こういうまだ段階なんですよね。だから、先ほ

ど議員がおっしゃられたようにここへ参加せえとかいうことは、まだ言ってきておりま

せん。今後どうした方向で進むのか、それはまた加入した後でやっていきたい、そのよ

うに考えておるところでございますので、御理解を賜りたいと思います。 

  以上３点だけ答弁させていただきます。 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

○総務課長（牛居秀行君）    田代議員の再質疑にお答えをいたしたいと思います。 

  まず、３３ページでございます。 

  この税番号システム改修委託料、これ中間サーバーのプラットフォーム、これ今まで

ももちろんお金は出しておったんですけども、平成２６・２７につきましては、このプ

ラットフォームを構築するための構築費用でございます。その負担金として出しており

ました。これはもう全国で決められた表に従ってお支払いしておったんですが、これは

構築費でございまして、今回ここに上げさせていただいておりますのは、システムの連

携というんですか、言葉がわかりません、済みません、中間サーバーのプラットフォー

ムとの連携をするためのシステム構築ということで御理解を賜ります。 

  それから、セキュリティクラウドの構築委託でございますけれども、これにつきまし

ては議員お言葉ございましたように情報系でございます。説明不足で申しわけございま

せん。情報系でございます。 

  それから、その下の１８節備品購入費でございますが、これは一応見積もりの段階で

ございますので、実際は入札を行いますので、実際は幾らになるかわかりませんけれど

も、一応見積もっている段階におきましては、パソコン１基当たり１９万５,０００円

程度、それとプリンターが２０万４,０００円程度ということで見積もってございます。

以上でございます。 

○議長（小椋孝一君）    答弁漏れ、製本カラーというところ、広報、要望でよろし
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いか。（「要望にしときます」と呼ぶ者あり） 

  ＬＥＤと音響の分。 

  企画管財課長、中谷君。 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    ２９ページの１５節の工事請負費、議場照明改修

工事に伴う関係で言われました音響設備の調整といいましょうか、ハウリングがすると

いうことで、このことについて改修とかそういったことの考えはあるのかということで

ございましたけれども、一応足場を組んだときにスピーカーを見るということはできる

と思いますので、その辺また調整できるものであれば、そのときにしたいかなと思いま

すけれども、アンプであるのか、ちょっとその辺がわからないですけど、その辺費用は

今その中には入ってないと、そういうことで、今後検討していきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（小椋孝一君）    ５番、田代哲郎君。 

○５番（田代哲郎君）    北方領土の負担金については今までもそういうあれは今さ

らそんなこと言うなと、そういうことはその中で何遍も発言してきてるのやということ

なんですけども、そういう立場でしっかりやれというふうに発言していただけてるのか

どうか、それはそうやと言うんでしょうけど。 

  文書広報費はもう要望にしておきます。 

  電子計算費ですけども、要するに今まではプラットフォーム、中間サーバーを構築す

る費用やったけど、今度はその連携やということで、ということは情報のやりとりがで

きるようになるということなのかどうか。でないと、データというのは中間サーバーへ

蓄積されてるんで、そことの間で情報のやりとりができなければ連携構築というふうに

ならないと思うんですけど、ただそういうふうに具体的になっていくと、やっぱり人が

つくり上げたものなんで１００％安全ということはないんで、かなり構築していくに従

って、そういう危険な状況というんですか、増していく、増していくとまでいかなくて

も、やっぱり今までだったらそういうあれができなかったのがなるので、そういうとこ

ろもしっかり町として、そういうことはちゃんと職員に徹底してるということだと思う

んですけども、一層その危険性が増していくんだということを認識してほしいというふ

うに思いますが、その点どうでしょう。 

  それから、パソコン２３８台、今は恐らく入札にかけてということだと思うんですけ

ど、今予定してるのは１９万５,０００円ですか、やっぱり高いという声も聞こえるん
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ですけど、ちょっと２０万円近い、１台のノートパソコンでしょうけども、それに２０

万円というのは、だからこれで入札してどこまで安くなるかということはあると思うん

ですけど、上限１台１９万５,０００円もというのはちょっと高過ぎるんじゃないかと

いうふうに思います。その点はいかがですか。入札して下がるのは下がるんでしょうけ

ども。 

  それから、防衛協会言うとまた平行線やって、心配は心配なんです、我々にしてみれ

ば。だって、町の仕事って憲法を守らんなんねんから、この団体、憲法を変えやなあか

んって言うてるんですよ。だから何というか、本当に今までだったら言うてるだけとい

う状況やったんですけど、実際に危険に、ここからまた２人行ったということですけど、

そういう危険、それはそういう武力を使う、武器を使って治安維持に当たる部隊に入っ

てるかどうかはわかりませんけど、そういう可能性というのは日に日に高くなっていく

んだから、だからそういうことをしたらということを言ってる、そういうあくまでも危

険なことをさせたらあかんということを言うてる団体ではない。そんなことを言うとま

た、そんなこと言われんでもわかってるという話になると思いますが。 

  防衛協会会報の新年号に防衛協会の副会長兼理事長という人がこう書いてます。 

  そもそも派遣される隊員の安全確保には、政府は武器の使用権限を含め、不測の事態

を招かないよう万般にわたるきめ細かい配慮がなされるものと聞いております。 

  要するに、危なかったら武器使えるようにしたということで、今はあれですから、自

分を守るためだけに武器というのは使えるんですけど、今度はそうじゃないんです。任

務を果たすために使うのと、それから、ほかの国連部隊の治安維持部隊がほかから攻撃

されたら、駆けつけ警護でそこへ行って一緒に応戦するという任務がつくわけです、Ｐ

ＫＯに。それはこの間の法律読んでもらったらはっきりしますけど、そういう法律の改

正だった。 

  それでもなおリスクを否定できない以上、リスクは否定できませんって、このままで

は非常に危なくなりますと。万々一に備え、後々に憂いなきよう手厚い補償と国家に尽

くされた御本人の功績にふさわしい名誉の付与について平素からきちっと対応を定めて

おくことが国家の努めと言えましょうと。 

  だから、もし万が一亡くなるようなことがあったらちゃんと補償するし、要するにそ

ういうことがあったらどういう栄誉の付与があるかもしれませんけど、昔みたいに勲何

等とかという話になるのかそこはわかりませんけど、そういうことを政府が言うてるん
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じゃなくて、協会の幹部の方が言うてるんです。 

  だから、初めからリスクを認めてそういうことはありますよということで、手厚い補

償と国家に尽くされた功績にふさわしい名誉を与えてもらえるからということでそうい

う言い方をしてるんで、自衛隊は今まで１人の戦死者も出してないし、１人の外国兵も

殺してはないわけです。それがそういう立場で応援するような団体であるということを

きちっと認識をしていただきたいので、そういうところへ補助を出すのはどんなもので

しょうというだけのことです。中立の団体ではないのでね、そこのところをちょっと認

識してほしいと思います。以上です。 

○議長（小椋孝一君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    田代議員の再々質疑にお答えいたします。 

  北方領土の関係につきましては、できるだけ向こうへ行って発言せえという御指摘で

あったかと思います。私も今のロシアがそれで正しいんやというふうには思っておりま

せん。 

  むしろまだ挑発に来てるというふうに私自身は思っております、新聞紙上等で読みま

すとね。だから決していいとは思っておりません。したがいまして、皆さんと行動をと

もにして、やはりこれを何とか北方領土は日本の領土やということを続けて申し上げて

いきたい、そのように思っております。 

  また、防衛協会の問題ですが、これもどこまで行っても平行線になろうかと思います

が、やはり私はこの町内からそんなんして自衛隊というて入隊してどんどん行かれてお

ります。そんな人の中で、やはり町民として私は応援していきたいなというふうに考え

まして、ここに計上させていただいたというふうなことでございますので、ひとつ御理

解を賜りたいと思います。以上です。 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

○総務課長（牛居秀行君）    田代議員の再々質疑にお答えをいたします。 

  まず、３３ページでございます。 

  １３節委託料、下から３番目でございましょうか、社会保障・税番号制度に伴うシス

テム改修委託料で５７６万８,０００円でございます。これ、中間サーバーのプラット

フォームとの連携をするためのシステム改修でございます。すぐにこれでじゃあ平成２

８年からそのプラットフォームと結びつけられるのかということにつきましては、これ

は前にも申し上げましたけど、一応その連携が始まりだすのは、予定でございますけれ
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ど２９年の７月ごろと聞いてございます。それまでいろんな試験的なこともされるんだ

ろうと思いますが、そのように思います。 

  それから、セキュリティ強化につきましては、もう議員おっしゃるとおりでございま

して、我々も肝に銘じておるわけでありますが、今後におきましても県、国の指導を受

けながら適切に対処してまいりたいと、このように思ってございます。 

  それから、１８節備品購入費でございます。 

  パソコン１台当たり大体１９万５,０００円ぐらいの見積もりだというふうに申し上

げましたが、もちろんこれから入札等も行ってまいりますし、予算計上はこのような形

でさせていただきますが、実施に向けましては、できるだけ安く購入できるよう進めて

まいりたいとこのように考えてございますので、再々度の御理解を賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後２時４２分） 

            ―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩に引き続き会議を開きます。 

（午後２時５８分） 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

  ３番、七良浴 光君。 

（３番 七良浴 光君 登壇） 

○３番（七良浴 光君）    ２７ページ、２款総務費、１項１目の一般管理費、４節

共済費ですが、説明を見させていただくと臨時雇用社会保険厚生年金保険掛金が前年よ

り増額となっておりますが、掛金対象者が増員されているのかどうか、お願いしたいと

思います。 

  それから、同じく２款１項１目１３節の委託料ですが、下から８行目の宿日直業務委

託料が５６３万円計上されております。これは現在の宿日直業務と内容的に変更される

予定なのか、されるのであれば、その内容についてお願いをしたいと思います。 

  それから、３６ページの２款１項１０目交通安全対策費の１５節工事請負費ですが、

防犯カメラ設置工事２００万円計上されております。この防犯カメラ設置工事は何カ所
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を予定されているのか、お尋ねしたいと思います。 

  以上３点、よろしくお願いします。 

（３番 七良浴 光君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    七良浴議員の御質疑にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

  まず、２７ページ、４節の共済費、説明欄より下から三つ目でございます。 

  臨時雇用社会保険の厚生年金保険でございます。掛金でございますが、これについて

は前年度が１,６０６万３,０００円、今年度が１,８３４万３,０００円ということで２

２８万円の増額となってございます。これは議員お見込みのとおり、人数がふえたとい

うことでございます。昨年度は４７名分でございましたが、今年度につきましては６４

人分を計上させていただいているところでございます。 

  次に、２８ページでございます。 

  ２８ページ、１３節委託料で下から９番目でございます。宿日直の委託業務というこ

とでございます。これも前年度より増額となってございます。現在は２名の方にお願い

をいたしまして宿直業務をお願いしておったんですけれども、この２名の方々ももうそ

ろそろやめたいというふうなことでございまして、２８年度からは警備会社に今委託を

したいと考えてございます。もちろん形態が今まで個人のお二人にかわりばんこで宿直

をお願いしておりましたが、２８年度から警備会社に委託をしたいということでの計上

でございます。 

  それから、３６ページの１５節工事請負費の中で防犯カメラ設置工事の２００万円で

ございますが、これにつきましては、まだ詳細には検討をしていかなければならないん

ですけど、５基程度、１基つけるので大体４０万円から６０万円と聞いてございますの

で、２００万円ということでございますので、５カ所ぐらいつけられるのではないかな

ということで、通学路を中心に設置したいと考えておるところでございます。以上でご

ざいます。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ３番、七良浴 光君。 

○３番（七良浴 光君）    １点目は理解できました。 
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  ２点目の警備会社に委託ということでございます。 

  この警備会社に委託するのは、特に地方公共団体の宿日直ということで直接住民の方

とのかかわりが深くなってくると思いますので、そういう点、十分注意をする必要があ

るのではないかなとこのように考えます。 

  それから、３点目の防犯カメラの設置が５基程度ということで、よくわかりました。 

  この５基の防犯カメラの日々の管理、映像を撮っているものをどこで誰が常に監視を

しているのか、その点についてもお尋ねしたいと思います。以上です。 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

○総務課長（牛居秀行君）    まず、２８ページの宿日直の業務委託、これ警備会社

に委託をするわけでございます。議員御指摘のように、やはり住民と直接触れ合う機会

もございますので、その点につきましては十分指導してまいりたいと考えてございます。 

  それから、防犯カメラでありますけれども、防犯カメラにつきましては、議員おっし

ゃるようにずっと２４時間誰かがつきっきりで監視をするというタイプと、それから抑

止力といいましょうか、そういう形ではないんだけれども録画をして、何かあったとき

にその録画を見るというふうな形の２種類がございまして、今回私たちが設置しようと

しているものにつきましては録画型ということで、録画をして、それで何かあれば録画

を見る、もしくは抑止力といいましょうか、そういったものに使いたいと考えてござい

ますので、２４時間監視型の防犯カメラということではございませんので、御理解賜り

たいと存じます。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございますか。 

  １１番、美濃良和君。 

（１１番 美濃良和君 登壇） 

○１１番（美濃良和君）    それでは、何点かお聞きしたいと思います。 

  まず初めに２５ページの議会費で、以前にもお聞きしたんですけども、議会も調査等

しなきゃなりませんけれども、それでパソコンは置いていただいてるわけなんですが、

インターネットとはつながってない。そういうようなことで、ＬＡＮの構築ということ

で以前申したこともあるんですが、その辺についてどうであるのか。 

  それから、各議員からもあったりもするかと思うんですが、議会の内容を町民の皆さ

ん方に知っていただくということで、よくあるのがケーブルテレビというようなことを

やったりされてますけども、ちょっと金もかかって、それをということは難しいんか知
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りませんが、あと、ユーチューブで流したりもしてる自治体もあります。そういうふう

なところで考えられないのかどうか、それをお聞きしたいと思います。 

○議長（小椋孝一君）    何ページですか。 

○１１番（美濃良和君）    議会費として全体の中です。 

  それと、それは情報の関係でしたね。 

○議長（小椋孝一君）    質疑に関しては予算の載ってる分で質疑をお願いします。 

○１１番（美濃良和君）    それで、あと今、賃金の田代議員の質問等もあったりし

て、１日５,８００円とこういうことは議会に限らず総務関係その他のところの臨時雇

用の待遇の問題だと思うんですが、これで今、最低賃金が時間当たり７３１円ですか、

たしかそんなふうになってきてると思うんですけども、そうなってきた場合に５,８０

０円を８で割るのか、７で割るのか、割り算をしていくと、まさに最低賃金のところに

迫ってくると思います。町としても財政が厳しいのはわかるんですけれども、しかしそ

れはそれで、だからということにはならんと思うんです。それで、そこのところをお聞

きしたいと思います。 

  それから、委託料で昨年バスの運行委託料があったのがなくなっているのと、それか

らその後１４節で自動車借り上げ料が２６年決算よりも大きく上がっています。これに

ついてお聞きしておきたいと思います。 

  それからたくさん、臨時雇用は先にしましたので置きますが、２８ページ、宿日直は

わかりましたけれども、その上のほうの委託料の上から五つ目ぐらいに施設清掃委託料

というのが４８万円上がっておりますけれども、これは２６年決算と比較しても２１９

万２,０００円あったのがこういうふうに減額上程されておるわけですけども、これに

ついてお聞きしたいと思います。 

  その他の人事評価の制度導入委託料ですね、それからその下のストレスチェック業務

委託料、これはどういうふうなことがされようとしているのか、お聞きしておきたいと

思います。 

  それから、３２ページの前のページから続いてきて一番上の１５節の工事請負費１８

０万円についてお聞きしたいと思います。 

  あと、３３ページの１３節委託料、これは先ほどからも質問もされておりましたが、

今まで県との関係でいろんなつないでいくためのものが来たんですね。住基ネットもあ

れば、その前には、あれはＬＧＷＡＮやったっけ、いろんなつながってるんですよね。
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あれとの関係で、そういうものは使ったりもしてやっていくのかどうか、その辺はどう

であるのか、お聞きしたいと思います。 

  それから、３６ページ、コミュニティバスは３,６００万円から３,５００万円になっ

てきたと、その下の使用料及び賃借料で３万円ですけども、これについて説明書を見て

みましたら、代行タクシー等のこれは新しい新規事業じゃないかというふうに思うんで

すが、これについてお聞かせいただきたいと思います。 

  それから、３７ページ、目１１の諸費で今、防衛協会のところの話が先ほどされてお

って、私聞いてて非常に驚くというのか、今から数十年前ならば、こんな受け答えとい

うんですか、やりとりがあることがないんですよね。それがこれが当然のようなやりと

りをされてて、これは本当に大変な方向に向かっていると思ったんです。 

  南スーダンが戦闘してるんですよね。幸い日本のＰＫＯは今の法律が適用されてない

んでやってませんけど、国連のＰＫＯやってるんです、戦争。ですから、そんな、まだ

２人の自衛隊員も入って合計８人になったということなんでしょうけれど、８人ですよ

ね。その人たちが行かされるということについてはどうであるかわかりませんけども、

しかしそんなことになってきたら本当に心配をしなければならない。応援をするという

ことについて広報するわけでしょう、入りませんかって。前に町の広報にも載ってまし

たよね。こうなってきた場合に、本当に町としてそのことについても心配しなきゃなら

ん。そういう点があって、果たしてこの防衛協会応援してるというのは、また自衛隊員

の募集を応援するとこういうことになるんでしょう。国のほうからはそのためのお金も

来てますよね。それがこの中ではどのように使われてるのか知りませんけれども、そう

いう点で果たしてこういうふうな予算を使うことはいいのかどうか、もう一度聞いてお

きたいと思います。 

  住宅改修はわかりました。 

  それから、いろいろとシステム関係で予算が載ってますけれども、先ほど質問されて

ましたが、これは４１ページの戸籍住民基本台帳の１目ですね、その使用料及び賃借料

の１４、そこでシステムソフトの使用料が二百数十万円上がっております。これがどう

いうものであるのか、お聞きしておきたいと思います。 

  以上よろしくお願いします。 

（１１番 美濃良和君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 
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 休 憩 

（午後３時１９分） 

            ―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩に引き続き会議を開きます。 

（午後３時２０分） 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    美濃良和議員の御質疑にお答えを申し上げたいと思い

ます。 

  まず、賃金に対する御質疑がございました。これは先ほども田代議員の御質疑の中で

お答えをさせていただいたんですけれども、賃金につきましては、平成２４年の４月ま

た２７年の４月に賃金アップをさせていただいて改善に努めておるというところでござ

います。それから８時間という御指摘がございましたが、７時間４５分でございますの

で、時間にしますと７.７５時間ということでございます。それから、金額につきまし

ては、日額５,８００円から業種によって最高１万６,１００円までという幅がございま

す。そういったところでございます。 

  次に、２６ページでございます。 

  これは議会費の自動車借り上げ料ということでございます。これは研修、視察に際し

ましての借り上げ料ということでございます。これは７５万円でございます。 

  それから、２８ページ、委託料でございます。 

  説明欄下から３行目ですか、人事評価の導入に係る委託料ということで、人事評価に

つきましてはさきの議会の中でも人事評価についての御説明をいたしました。平成２８

年４月から地方公務員法が改正されまして、勤務評定から人事評価というふうな形をと

っていかざるを得ないということの中で、これを進めていかなければならないんですけ

れども、それに伴います評価者であるとか被評価者に対しましての研修等々の委託をし

ているところでございます。その委託料ということでございます。 

  それから、一番下のストレスチェックの委託料でございますが、これにつきましても、

ちょっと前の議会で触れさせていただきましたけれども、昨年の１２月にこれもストレ

スチェック、常時５０人以上の事業所においてはストレスチェックをしなければならな
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いということでございまして、それの面談とかそういったことに対するストレスチェッ

クの委託をすると。まだ委託先はきちっと決まってございませんけれども、それに対応

するための委託料ということでございます。 

  それから、３２ページの１５節工事請負費の１８０万円でございます。これにつきま

しては、例年と同じ同額の１８０万円の計上としているところでございます。 

  この地上デジタルの伝送路移設工事といいますのは、道路工事などで電柱移転等がご

ざいます。そのときに架設をしております当方の電線というか線を移設をするというそ

ういった工事費でございます。それも例年並みの１８０万円の計上となっているところ

でございます。 

  それから、３３ページでございます。 

  この３３ページの中間サーバーのプラットフォームとの連携するための回線でありま

すが、これにつきましては他の回線とは全く違うもので、専用の回線でございます。別

の回線でございます。 

  それから、３６ページの１４節使用料及び賃借料で自動車借り上げ料３万円、これは

ことしからかというお尋ねであったかと思いますが、これは例年とってございまして、

昨年も３万円の計上をさせていただいているところでございます。 

  これにつきましては、ふれあい号、バスが走っておるんですけれども、仮に満杯にな

って乗れないと、積み残しという表現は正しいかどうかわかりませんが、乗れないとい

う方々につきまして、タクシーに乗っていただいたときにその料金を払わせていただく

というそういったことでございまして、例年計上させていただいているものでございま

す。 

  それから、３７ページです。 

  １１節の諸費でございまして、負担金、補助及び交付金で県の防衛協会１万５,００

０円という計上をさせていただいております。これは先ほども田代議員の御質疑のとき

に答弁申し上げましたように、自衛隊、いろんな自衛隊には職務がございます。先ほど

から議員おっしゃっている海外派兵であるとかそういったことは、派兵という言葉はお

かしいですね、海外派遣へやられているような業務もされておりますけれども、私ども

といたしましては、先ほど来より申し上げておりますように、災害復旧支援に自衛隊の

方々は大変お力を注いでくれております。そういった分野を特化して、我々は少額であ

りますが、この１万５,０００円というものを計上させていただいているところでござ
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いますので、御理解を賜りたいと存じます。以上です。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    それでは、予算書の４１ページの２款３項１目の１４

節使用料及び賃借料の中のシステムソフト等使用料２９３万３,０００円です。これに

ついてはどういう内容かということでございます。 

  これは戸籍システムのソフトウエアの使用料でございます。内容につきましては、中

心となる戸籍システムのプログラムソフトの使用料月１８万円、それから住所検索ライ

ブラリ、これにつきましては月額２万６,３００円、もう一つ、外字データライブラリ

オプションということで、特殊な文字等の検索のためのソフトでございます。これにつ

きましては月額２万円、これを合わせまして月２２万６,３００円の１２カ月の消費税

ということで予算を計上させていただいておるところです。以上です。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 登壇） 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    私から美濃良和議員の質疑にお答えいたします。 

  ページは２８ページでございます。 

  ２款総務費、１項総務管理費の中の１３節委託料の中の施設清掃委託料４８万円でご

ざいますが、これ今言われましたように、２６年度は一括して２１９万２,０００円を

計上していましたけれども、２７年度からは各課において予算の計上をしております。

この清掃につきましては、本庁であり、次に中央公民館、それから美里支所、文化セン

ター、天文台、保健福祉課の福祉センターの６カ所の清掃業務でございます。以上でご

ざいます。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    バスに関する２６ページですね、議会費の委託料ですけ

ども、ここはもうバスがなくなって研修のための自動車の借り上げに変わったと、そう

いうことでよろしいんですか。どこに聞いたらいいのかわかりませんが、それをお聞き

しておきたいと思います。 
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  それから、人件費は総務にもあって議会のほうは聞いてたんで聞かせてもらいますが、

そうすると７時間４５分の勤務時間だということで５,８００円、割り算すると大体７

００円余しと非常に少ないわけで、検討されるということでお聞きしたんですけども、

こんな場合はどのように検討できるのか。実際のところ町が持ち出せばいいということ

なんでしょうけれども、実際だんだんと交付税が減額されてくると、これは国のほうが

大体市町村合併は交付税を減らすためにやったというふうに見ても間違いではないとい

うふうに思うんですが、その中で紀美野町も４人やめたら１人採用するというふうなこ

とで、たしか合併前の計画は立てられましたよね。そういう人事の計画を立てられて、

そして合併をしていたと思うんですけれども、そういうふうになってきて、実際それで

はいけなくなってきてるということで、先ほどどなたかも質問されておりましたが、臨

時雇用の社会保険ですか、そこのところも大きな数字になってきてる。そういうところ

で、何というか、簡単な話ではなくなってるんですよね、臨時雇用の問題は。その辺の

ところをどのように検討されているのか、その辺のところをお聞きしておきたいと思い

ます。 

  それから、清掃についてはわかりました。 

  それから、そうすると３３ページなんですが、そこのところの委託料のところの１３

節委託料の中で、いろんな税番号に関するところのものがこういうふうに出てくるとい

うことなんですけれども、これで結局今まであったものはどうなってくるんですか。似

たような例えば住基ネットというものは今どうなってるのか。たくさんお金を使って、

国も使い、それから市町村についてもそれぞれお金を使いながら来てると思うんですけ

れども、そういうものが新たな回線を使うんだということであった場合、そういうもの

はもうどうなるんですか。まだ住基ネットも今後も使っていくというふうなことになる

のか。それから、ＬＧＷＡＮでしたかね、県からの情報が直接各自治体に引っ張ってと

いう、ありましたですよね。ああいうものはどうなってくるのか、その辺はどうなんで

すか。 

  それから、３７ページの諸費の中の負担金、補助の防衛協会費、それが課長が言うよ

うに災害復旧の自衛隊員、それは我々も大変評価するんですけど、それがお金とかそん

なんには一切これはあくまでも災害復旧にしか使ってもらえませんよというふうな形の

支出ができるのかどうか。結局自衛隊員を新たに入ってくださいよと、今でも入っても

らいにくくなってきてるそうで困っているようでありますけれども、そういうところに
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我々が自衛隊に入ってくださいというその宣伝の中に防災専用の自衛隊というふうなこ

とが言えるのかどうか、その辺はどうなんですか。 

  それから、システムソフトについてはわかりました。 

  以上、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後３時３５分） 

            ―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩に引き続き会議を開きます。 

（午後３時３６分） 

○議長（小椋孝一君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    先ほど田代議員のときにもお答えしたんですが、県防衛協

会ですね、これの件について私のほうから再度御説明申し上げますが、この防衛協会即

戦争というふうな言われ方しておるんですが、そうではなしに、やはりこの町内の町民

の方が自衛隊へ応募をし、そしてそこに勤務されておるというふうな状況の中で、今の

そうした自衛隊の活動を見ますと、やはり防災活動、救援活動と本当に我々見てもそこ

までようやってくれるんやなというふうなことで私は考えております。したがいまして、

そういうことに対してのやはり応援をしていきたい、そうした思いでございますので、

即戦争を応援するわけではございません。そういう意味でここへ計上させていただいて

おりますので、ひとつ御理解を賜りたいと思います。以上です。 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

○総務課長（牛居秀行君）    美濃議員の再質疑にお答えを申し上げたいと思います。 

  臨時雇用、これいつも論じられるところだと思います。確かに臨時雇用の職員につき

ましてはふえてございます。先ほど説明したとおりでございます。それに加えて職員が

減ってきているということでございます。先ほども田代議員の御質疑に対しまして答弁

をさせていただいたわけでございますけれども、この臨時職員につきましては、できる

限り今までも処遇改善を図ってきたところでございます。今後におきましても、その処

遇改善に努めてまいりたいと考えておるところでございます。 

  どうしても先ほども御説明しましたけれども、現在現実の問題として臨時職員のお力



－６６－ 

をおかりしなければ成り立っていかないというふうなそういうところございますので、

何分にも御理解を賜りたいと存じます。 

  それから、先ほどの回線ですが、私の説明がちょっとまずかったと思います。中間サ

ーバーのプラットフォームとの通信に使う回線は議員おっしゃったようなＬＧＷＡＮ、

これ総合行政ネットワーク、国とつながっている回線なんですが、これはほかとはつな

がってございませんので、普通の回線とは別の回線という意味で私はちょっと言ったん

ですが、ちょっと説明不足でございました。おわびを申し上げます。中間サーバーとの

プラットフォームの通信に使う回線につきましてはＬＧＷＡＮを使うということで御理

解を賜りたいと存じます。 

  それから戸籍でありますが、ちょっと戸籍の回線につきましては、ちょっと勉強不足

でまことに申しわけございません。戸籍の回線にどの回線を使っているかにつきまして

は、ちょっと後ほど答弁させていただきたいと思います。済みません、以上でございま

す。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後３時４０分） 

            ―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩に引き続き会議を開きます。 

（午後３時４１分） 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

○住民課長（増谷守哉君）    済みません、住基ネットの今後ということなんですが、

住基ネットにつきましては従来どおり活用していくということでございます。マイナン

バーにつきましては、また別の２種類業務として続けていくということでございます。

以上でございます。 

○議長（小椋孝一君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    最後に３回目ですので、人事についてはそういうことで

検討していくということですので、実際のところ数字がだんだんふえてきてる中で、簡

単に３人、４人のことをどうこうするという問題ではなくなってるという、まちの戦略

的な部分も含まってきてるんですよね、この人事については。そういうふうな観点で矛
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盾が起こらないようにどうするのかと。正職員とそれから臨時職員の中でそういう問題

もありますし、また先ほどから言ってるように最低賃金との関係でだんだんとひっつい

てきてるという問題もあるということで、検討するという言葉は本当に漠っとしてるん

ですけど、相当大きなウエートの占めたものになるので、何というんですか、意味合い

からいって大きなどういうふうに、例えば時間的にはどうであるのかとかその辺のとこ

ろについて、検討は検討なんでしょうけれども、どれぐらいをめどにやっていくとかそ

の辺のところについてもう一度お聞きしておきたいと思います。 

  それから、今まである専用のものをいかに、もうこれはプラットフォームの関係ある

ので、３３ページの社会保障、マイナンバーでしょうけれどもこれを引っ張っていくん

だと、こうなってくると、住基ネットは住基ネットで使うと言うんですけれども、マイ

ナンバーとの関係で住基ネットというのは意味があるんですか、その辺はどうなんです

か。使っていくって、使ってるんですか、今現在も住基ネット。今後も使っていくとい

うことになっているのかどうか、その辺はマイナンバーとの関係でどうであるのか、町

としても予算を執行してきた関係で、その辺のところをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

  それから、３７ページの防衛協会、町長は何で自衛隊が戦争するとかというとこへ持

っていくのかということで言われておりましたけれども、しかし、持っていかないとい

う保証は何もないんですよね。今その数は何万人あるんですか、自衛隊の、そのうち派

遣される自衛隊員というのは、その割合いうたら知れてますから、その中に入らなけれ

ばいいんだということかわかりませんけども、言うならば反対に言うたら入る可能性も

あると。それにやっぱりうちの自衛隊員が町民が行ったとしたら、本当に私たちも心痛

めなきゃならない、まして犠牲になったとしたらもっと大変なことになってくるという

ことで、ですからそういうふうな町のお金で、それが年間１万５,０００円であろうと

そういうふうに募集に使われると、そういうところで支出していいものかどうか、その

辺だけもう１回聞いておきたいと思います。（「防衛協会に金出すのであって、自衛隊

に出すわけじゃないねんから」と呼ぶ者あり） 

  募集ですよ、募集に使ってるわけでしょう。（発言する者あり） 

  そうですか、募集してないということなんですけど、しかし少なくとも応援をしてる

団体であると、それは間違いないわけですね。ちょっと黙っといてくださいよ、質問中

に。ですから、その辺について、やはり支出するべきではないということは私は申し上
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げておきたいと思いますが、その辺についてもう一度お答えいただきたいと思います。

以上です。 

○議長（小椋孝一君）    町長、寺本君。 

○町長（寺本光嘉君）    ３７ページの美濃議員の再々質疑にお答えをいたしたいと

思います。 

  私がここへ計上してるということは、そうしたことを勘案した上で、なおかつやはり

これはすべきであろうという結果として上げさせていただいております。議員がおっし

ゃられるとおり逆もまた真なりと言われますが、そうしたものではないと私は考えてお

ります。 

  そんな中で、やはり当町としてはすべきことはする、そしてまたそうした災害等が起

こったときには、やはり助けていただく、そうしたことで今後ともやっていきたいと思

いますので、ひとつ御理解を賜りたいと思います。以上です。 

○議長（小椋孝一君）    副町長、小川君。 

○副町長（小川裕康君）    それでは、私から賃金の件についてお答えを申し上げま

す。 

  先ほど総務課長から答弁も申し上げておりますけれども、賃金につきましては５,８

００円から１万６,１００円と非常に大きな幅を持っているのが現状でございまして、

これにつきましては、それぞれ多種多様な職種について臨時職員のお力をいただいてい

るというようなところが現状でございまして、賃金につきましては今までにも必要に応

じて改善をしてきましたし、これからも必要に応じて改善していきたいとそういうこと

で考えておりますので、御理解いただきたいと思います。以上です。 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

○住民課長（増谷守哉君）    美濃議員の再々質疑にお答えいたします。 

  マイナンバーと住基ネットをどういう関係というんですか、どうして並行していくか

ということでございます。 

  まず住基ネットにつきましては、これは住民票コードを皆さんに割り当てて管理をし

ているということで、年金の受給とかパスポートの申請とか各住民票等の関連の業務で

ございます。 

  マイナンバーにつきましては、国民一人一人に番号をつけて皆さんにカードを持って

いただく、それによって税と社会保障を確実に進めていくということでございますので、
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これはもう別々のものでございます。同じものではないということで御理解を賜りたい

と思います。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで歳出第１款から第２款について質疑を終わります。 

  続いて、歳出第３款から第４款について質疑を行います。 

  ５番、田代哲郎君。 

（５番 田代哲郎君 登壇） 

○５番（田代哲郎君）    それでは、民生費と衛生費の予算について質疑をいたしま

す。 

  ３款民生費の４５ページで１項社会福祉費、１目社会福祉総務費の１９節負担金、補

助及び交付金、４５ページです。 

  社会福祉町議会補助金２,２３３万９,０００円の計上です。前年度は２,１９７万３,

０００円ですから若干ふやしていますし、毎年補助金を少しずつふやして計上していま

す。 

  ただ、説明資料を見ても、この補助金の分担がよくわからないので、どういうことに

使っているのか、専門員とか、それからいろんな福祉タクシーの補助金であるとかとい

うことも含めて、ちょっと毎年そうなんですけど、説明資料を見ても余りよくわからな

いので、この件について説明をお願いします。 

  それから、３目老人福祉費は４６ページです。 

  この賃金で７節の賃金で集落支援員８７６万８,０００円の計上です。これは従来、

前年度は３６２万４,０００円の計上ですからかなりふえて、説明では高齢者の見守り

担当を２名から５名にふやすということになってます。この内容について具体的に、私

もふやしてほしいというふうに思うんですけど、具体的な説明をいま一度お願いいたし

ます。 

  続いて４７ページ、緊急通報システム保守管理委託料４１２万４,０００円の計上で

す。 

  ひとり暮らしの方のいわゆる何かあったときの当町の緊急通報システムは大阪ガスの

セキュリティセンターが受け持ってるんですが、現在利用されている高齢者は何名なの

か、何名程度で結構です、なのかということでお願いいたします。 
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  それから、敬老会演芸委託料４４０万円もそこへ計上されています。 

  前年度５５０万円から約１００万円減額、前年度は１０周年で、ちょっと値の張る歌

手を呼んでこようということで、ただ毎年言ってるんですけど、もとに戻しても４４０

万円というのは二つに割ったら１カ所２２０万円で、それから癒やしのコンサートのあ

れまで含んでも、ただ癒やしのコンサートはある程度入場料を取るわけですから、それ

が丸々これでいくということにはならないと思うんですけども、ちょっと高いん違うか

と、カラオケでせめて何人かの演奏がついてくればということで、その企画の内容とい

うのが、それはお年寄り相手には演歌のカラオケということが一番だろうということで

毎年有名な歌手を呼んでくるんだと思うんですけど、そろそろその企画もいろんな他の

自治体等の取り組み等を一遍参考にして、これだけのお金をかけるんだったらもうちょ

っと見直してもどうかなというふうに思います。その点はどうなのか。 

  それから、１９節のやっぱり４７ページの負担金、補助及び交付金で、これ毎年つい

てるんだろうと思いますけど、集落支援員ステップアップ研修負担金５万３,０００円

の計上です。この中身の説明をお願いします。 

  それから、地域サロン補助金が１１４万７,０００円、現在の地域ふれあいサロンの

活動の状況がどうなのか、お願いいたします。大体みんな元気なうちはよかったんです

けど、みんな高齢化が進んでくると、そういうのもだんだん負担になってくるというこ

ともありますので、お願いします。 

  それから、４９ページの６目の重度心身障害者医療扶助費６,７１２万８,０００円の

計上です。これは年々大体１,０００万円ぐらいの減額しながらの計上で、前年度は７,

９００万円余りの計上でした。毎年減額計上している部分です。先日の説明でも財政負

担が大きいのでということですが、この減額は補助対象者が少なくなっているのでとい

うことなのかどうか、先日もそういう説明があったんですけど、その点でお願いします。 

  それから、５０ページで７目の子ども医療費です。これも２０節の扶助費で医療費扶

助が２,３３５万６,０００円と前年度１,９６８万８,０００円ですから、いわゆる１８

歳まで補助がつくということで補助対象がふえたということであろうと思います。補助

対象の対象者数はどの程度なのか。 

  それから次に、８目のひとり親家庭医療費で５０ページ、医療費、これも２０節扶助

費で医療費扶助９７１万９,０００円、前年度の８７０万円台から約１００万円ふえて

います。親の医療費扶助にいわゆる所得制限をつけるということで先日１２月とこの議
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会で条例が可決されたんですけど、年々ふやさなければならないということは補助対象

がふえているのか、ひとり親の傾向についてお願いいたします。 

  それから、２項児童福祉費で５５ページに飛びます。児童福祉費の４目保育所費です。

これは連日、今、都市部では社会問題化してまして、保育所落ちた日本死ねとかいうブ

ログで一遍に有名になって、この間、総理大臣が集中的に非難を受けてました。この町

では、それは保育所落ちたというようなことはないと思います。 

  ただ、給料として一般職給６,７９８万５,０００円を毎年度大体この程度の計上だと

思います。その下に７節で賃金、臨時雇用３,８０２万１,０００円と、前年度は３,３

００万円台でしたから、これは大幅にふえてます。 

  一つ思うのは、先ほどから臨時職員の賃金が問題になってますけど、いわゆる事務系

の職員で、これ保育士の臨時職員と事務系の臨時職員では開きがあるのか。これも説明

書を見てみても各保育所ごとにぼんぼんと書いてあるだけなんで、単価は書いてないん

です。その辺のことをお願いします。 

  なぜ言うかというと、保育士というのは正規の雇用をされてても介護職員とよく似た

ところがあって、一般の会社員とは１０万円ほどの開きがあるという、これも社会問題

化して、何とかしますって政府も言うてるんですけど、そういうところで、いわゆる賃

金の実態というのが一般事務系との間に単価の違いがあるのかどうか。 

  それから１５節に、これは５６ページに移りまして、工事請負費で緊急通報装置設置

工事って、これは保育所費の中に緊急通報装置設置工事というのがちょっとよくわから

ないので、何か緊急の事態が、危険なことがあった場合、どっかへ知らせるようにする

のかなと思うんですけど、１０８万１,０００円の計上です。これも事業内容の説明を

お願いいたします。以上です。 

  衛生費忘れるとこで失礼しました。民生費だけで終わってもた。 

  衛生費に移ります。 

  ６０から６１ページに４款衛生費で１項保健衛生費、２目予防費です。２０節扶助費

で予防接種費用助成金１９２万４,０００円の計上で、新たにインフルエンザの予防接

種が子どもも対象にするということで、その分だろうと思います。新たにこの補助対象

になる児童・生徒は何名程度なのか、おおよその数で結構ですのでお願いします。 

  ３目の母子衛生費は６１ページです。 

  １３節の委託料ですけども、妊婦健康診査委託料２７３万６,０００円の計上です。
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前年度が３７０万円、その前は４００万円台ですから、これも年々１００万円ずつぐら

い減らしてます。対象の数を説明資料で見てみると、４５人だったのが４１人になって

今度の見込みは３０人程度しか見込めないだろうということで、これも人口ビジョンの

あれと合わせたら、人口ビジョンに書かれていることを見てたらなるほどこういうこと

かなということで、妊婦さんが減ってきてるという。今後もこの状況で減り続けるとい

うふうに考えておられるのかどうか。この辺も何もしなければですよ、減り続けるとい

うふうに考えておられるのか、この辺についてお聞かせください。 

  ２０節は次のページですかね、扶助費、６２ページに扶助費というのがあります。不

妊治療費助成事業というので３２５万円の計上です。これは説明資料に特定不妊治療３

００万円って、だからもうほとんどこれの費用で計上されてますけど、説明資料に書い

てある特定不妊治療ってどういうことをいうのか、説明をお願いします。 

  それから、４目の環境衛生費は６４ページかな、６３ページかな、見て写したつもり

ですけど、１９節で負担金、補助金で住宅用太陽光発電設置補助金で２５０万円、これ

２０台分ですかね。毎年２０件以上分の計上がされてますが、決算見ると平成２６年で

７３万５,０００円の決算ですので、余りそんなけ計上してもあれが進んでないという

ことがうかがえますので、そんなんやったら１件の補助額をもうちょっとふやして実施

したらどうかというふうに素人考えに思うんですけど、その点についてはどうでしょう。 

  ２項の清掃費は６６ページです。 

  ２目塵埃処理費で１３節委託料、ごみ収集委託料が３,７２２万円、毎年３,２００万

円、前年度３,２５１万６,０００円、その前が３,０００万５,９００円ですから３００

万円ぐらいふえてるんですかね、３００万円もふえてないんですか、２５０万円ぐらい

かな。これ、ふえてるというのは、紀の海クリーンセンターが動き出してるということ

に関係してるのかどうか、お願いをいたします。以上です。 

（５番 田代哲郎君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    保健福祉課長、宮阪君。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 登壇） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    それでは、田代議員の御質疑にお答えいたします。 

  ４５ページの社会福祉協議会でございます。 

  社会福祉協議会の補助で２,２３３万９,０００円の内訳でございます。事業費補助と

して４２３万３,０００円の内訳については、事務局費及び事業費、それから愛の日事
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業費、それからボランティアセンター活動費、食事サービス事業費、ボランティア協力

校、それから続きまして専門員設置補助、職員２名分でございます。１,５２８万８,０

００円でございます。 

  それから続きまして、福祉サービス援助事業専門員ということで２２７万２,０００

円でございます。ここには利用料収入、それから県委託金収入、それから県システム保

守委託金収入、それから補助金として２２７万２,０００円が組み込まれてございます。

内訳では人件費で歳出することによって、差額分、足らず分の２２７万２,０００円が

補助されてございます。 

  それから続きまして、自家用有償運送事業で５４万６,０００円が出てございます。 

  事業費の内訳は以上でございます。 

  続きまして、４６ページをお願いいたします。 

  ４６ページの老人福祉費の７節賃金でございます。集落支援員ということで８７６万

８,０００円を計上してございます。内訳につきましては、地域サロンや見守りで新た

に２名を増員いたします。特にサロンの充実を図ることを目的としてございます。 

  中身につきましては、地域見守り支援員サロンということで、活動内容は、立ち上げ

中のサロンに対して参加者をふやすために、それからリーダーの負担を減らすため、そ

れから大きな二つ目として、これから立ち上げるために、一つ目としてリーダーになっ

てもらう人を探す、それから集まりやすい場所をつくるというふうな活動を行うために

ふやすものでございます。 

  続きまして、４７ページの敬老会演芸委託料でございます。４４０万円ということで、

昨年より１１０万円の減でございます。 

  議員おっしゃるとおり、敬老会の演芸の委託料が高いのではないか、見直しするべき

ではないかということでございますが、年に１回の敬老会ということでございますので、

町民の方々も対象者の方々も、特に有名人を呼ぶということで喜んでいただけるという

観点のことから予算を上げさせてもらったものでございます。 

  続きまして、緊急通報システムの保守管理委託料で４１２万４,０００円ということ

でございます。現在１５８件の利用がございます。内訳につきましては、防水ペンダン

トで月１,９６０円の２０台、それからペンダント防水なしで月１,８６０円の１５０台

を見込んでございます。 

  続きまして、１９節負担金、補助金、交付金の集落支援員ステップアップ研修という
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ことでございます。 

  ７節の賃金にもございますように、集落支援員を今回新たに２名増員ということでご

ざいますが、現在見守りを入れて３名ございます。計５名になるわけでございますが、

やはり研修というのが一つの基本となってございますので、研修会を受けていただくと

いう費用を上げさせていただいてございます。 

  続きまして、地域サロン補助金ということでございます。１１４万７,０００円。昨

年は補正対応で特別分として９９６万円、それから一般分として１１４万円をお渡しし

てございます。 

  これにつきましては、１年未満、月に２回の場合は月５,０００円、それから月１回

の場合は月３,０００円、１年以上のサロンについては、月２回の場合は月３,０００円、

それから月１回の場合は５,０００円ということでございます。現在４９カ所のサロン

がございますが、五つのサロンについては確かな指導者が不在ということで休止してご

ざいます。 

  続きまして、５５ページをお開きください。 

  ４目保育所費でございます。７節賃金の内訳につきましては、給食調理員が３名分、

それから今回土曜保育ということで、９月から１日土曜保育を行うためにプラス１名、

計４名分でございます。 

  続きまして、臨時雇用で保育士が通常２１名、現在２１名でございますが、土曜保育

の関連で４名を増員する予定となってございます。 

  単価につきましては、日額、保育士資格を有する者については７,２００円、それか

ら臨時調理員については、調理師資格を有する者については日額７,０００円でござい

ます。 

  続きまして、５６ページをお開きください。 

  １５節工事請負費ということで、緊急通報装置の設置工事、新規でございます。１０

８万１,０００円につきましては、非常通報装置は１１０番直結であり、警察へのホッ

トラインを設置することにより防犯体制の強化を図るものでございます。 

  続きまして、６１ページをお開きください。 

  ２０節扶助費の予防接種助成金でございます。１９２万４,０００円でございます。

これにつきましては、子どもに対してのインフルエンザの予防接種が１８０万円の増で

ございます。 
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  これにつきましては、子どものインフルエンザ予防接種につきましては、大人は医師

会との契約により３,５２２円の請求で個人負担は１,５００円でございます。子どもに

つきましては、各医療機関の統一単価はなく平均３,５００円程度で、２,０００円を助

成することで個人負担が１,５００円になると考えてございます。 

  対象者数でございます。１歳から小学校６年生までは５３１人中４００人分を見込ん

で２回の接種でございます。それから中学生につきましては、１６６人中１００人分を

見込みまして１回分でございます。 

  続いて、同じく６１ページの一番下段の１３節委託料、妊婦健診でございます。 

  議員、人数の減はということで御質疑だったと思います。２６年度の妊婦健診の成果

表の中にもございますが、２５年度で２５人、それから２６年度で３１人ということで、

今回３０人を見込んだところでございます。 

  続きまして、次のページの６２ページをお開きください。 

  ２０節扶助費、不妊治療助成事業の中の特定不妊治療とはどういうことかということ

でございます。ちょっと長くなるが、説明させていただきます。 

  不妊治療につきましては、和歌山県こうのとりサポート事業により、市町村が窓口の

一般不妊治療と県が窓口の特定不妊治療がございます。 

  一般不妊治療で、体外受精、顕微授精以外の治療で１年度に３万円が２年間助成され

ます。これに町単独で１回当たり２万円を上乗せし、計５万円を助成するものでござい

ます。 

  続いて特定不妊治療では、特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがないと

医師が判断された方で４０歳未満の方が４３歳までは６回、４０歳以上４３歳までは３

回で、凍結した胚移植による体外受精では１回当たり１２万５,０００円、新鮮胚移植

による顕微授精治療では１回目は３０万円、２回目以降は２５万円が、また上記の治療

法と必要に応じて男性不妊治療１回１５万円が県より助成されます。この県の助成交付

決定を受けた方で町単独で１回当たり胚移植治療に５万円、新鮮胚移植治療に１０万円

を町が上乗せするものでございます。 

  以上、お答えといたします。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 
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（午後４時２４分） 

            ―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩に引き続き会議を開きます。 

（午後４時２４分） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    済みません、訂正させていただきたいと思います。 

  保育所で保育士の資格ありが７,６００円で資格なしが６,２００円の間違いでござい

ます。大変申しわけございません。 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    それでは、予算書の４９ページになります。 

  ３款１項の６目重度心身障害者医療費でございます。このうちの扶助費２０節で６,

７１２万８,０００円、昨年度より下がっているということでございます。これについ

ては、その原因については対象者が減っているということであるかという御質問であっ

たと思います。 

  この６,７１２万８,０００円につきましては、平成２７年度の実績から推移した金額、

それと今回の条例改正によりまして、６５歳以上の新規の方については対象外になると

いうことから、１４２万円の減額を推定してございます。その合算額が６,７１２万８,

０００円ということになっております。 

  ちなみに、その対象者の人数ですが、平成２４年から平成２６年の平均を見てみます

と１年間で大体２０名、金額的には１４２万円程度の扶助費が減額、人数が減るという

ふうになってございます。 

  次のページです。５０ページです。 

  子ども医療費の同じく２０節扶助費２,３３５万６,０００円でございます。 

  これにつきましては、前年度より３６６万８,０００円ほど上昇しております。この

原因については、今回の条例の改正において１５歳から１８歳まで上げたことが原因か

ということでございます。主要な原因は、そういうふうな原因によりまして扶助費が上

がっているということでございます。 

  対象人数はどのぐらいふえるかということをちょっと説明させていただきますと、高

校生が大体１８０名ふえるであろう、これは４月からすぐにふえるというものでござい
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ます。それからひとり親家庭の所得制限を超える方については、８月から子ども医療の

ほうへ移行するということで、子どもの人数では大体４０名程度の方がひとり親から子

ども医療のほうへ移行されるというような形で、人数的には２１０人ほどふえてくるか

なということで推定をしてございます。 

  次、ひとり親家庭医療、８目でございます。この扶助費でございます。９節、９７１

万９,０００円。昨年度より１００万円ほどふえてございます。 

  これにつきましては、平成２７年度におきまして実績で大体１,０００万円ほどとい

うことで金額がかなり上がってきてございます。その上がった分と先ほども申しました

とおり、ひとり親家庭の所得制限以外の子どもにつきましては対象外から外れるという

ことで金額的に下がってくる、その合算額で１００万円上がったということでございま

す。 

  続きまして、ページ数が６３ページでございます。 

  ４款１項４目の１９節の住宅太陽光発電設備導入補助金２５０万円でございます。こ

れについては決算でかなり低い金額になってるということで、補助金額をふやしたらど

うかということでございます。 

  ちょっと実績を申し上げますと、平成２５年で１４名の方に事業を実施していただい

てございます。金額的には１５９万円ほどです。平成２６年で７名、金額は７３万５,

０００円を補助しています。平成２７年で現在のところ６名の方が事業をしていただき

まして、５３万７,０００円の補助をしてます。議員言われるように、かなり予算より

は少ないということでございます。 

  この原因につきましては、発電の買い取り価格、１０年間金額が変わらないというこ

とで関電さんのほうへ売られるということになるんですが、平成２３年では４２円、そ

れで２８年では３１円、ちょっと種類によって３３円、３５円とあるんですが、金額的

にかなり下がってるということで、例えば町の補助金を上げてもそういう１０年間の買

い取り価格が下がってきてるということで、採算性を言えば非常にうまみが減ったこと

によるこの事業の利用者が減ってるという原因でないかということで考えてございます。

周辺の市町村でもやってますので、状況を見て、また補助金額についても一度研究して

まいりたいと考えてございます。 

  次です。ページ数が６６ページ、４款２項の２目、この中の委託料で中ほどのごみ収

集委託料３,５２０万円。昨年度は３,２５１万６,０００円、金額が上がってございま
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す。 

  これにつきましては、野上町管内のごみ収集・運搬業務の委託料になってます。従来

は、燃やすごみにつきましては海南クリーンセンターへ収集して運搬してました。それ

からリサイクルごみ、そして粗大ごみ、不燃ごみについては下佐々の吉見のリサイクル

センターのほうへ仮置きをするということになってました。それでその置いたものはど

うするかと言うたら、リサイクルごみ有料買い取り業者が運搬等に来てくれてる。それ

から不燃ごみ等については粉河の大栄環境さんが回収に来てくれてるということで、運

搬が吉見までの運搬ということになってました。クリーンセンターが今度紀の海クリー

ンセンターができましたので、燃やすごみ、それからリサイクルごみ、不燃ごみ等につ

きましても全てクリーンセンターまで行くということで、運搬距離がかなりふえてきた

ということが反映して金額的に増額になっているものでございます。 

  以上でございます。説明とさせていただきます。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ５番、田代哲郎君。 

○５番（田代哲郎君）    １項社会福祉費、社会福祉総務費で社会福祉協議会補助金

の件ですが、事業補助費というのが説明資料で見ると、かつては２１６万９,０００円

程度だったのが今年度は事業補助費が４２３万３,０００円の計上になっております。

これはどうしてなのか、お願いします。あとはわかりました。 

  集落支援員の７節賃金です。 

  見守りが２名で、あとサロンに３名ですか、サロンのいわゆる立ち上げや維持などに

従事してもらうということで。見守りというのは、今のひとり暮らしの高齢者を回って

るといういわゆる専門職、看護師による見守りをして、あとふやす分についてはサロン

関係の立ち上げであるとかそういうふうに理解してよろしいんでしょうか。 

  それから、緊急通報装置は。 

  地域サロンについては、だんだんリーダーというよりも地域の世話役が少なくなって

きてるんです。この間みたいに世話役自身が急に亡くなったとかいう話もあって、今後

も支えることが要るかなと思います。 

  重度心身障害者医療費は対象者が減っているということで、これも高齢化ということ

もあって、亡くなられたりするんだろうなというふうに思います。 

  子ども医療費もわかりました。財政負担は多くなるんですけど、しっかりと子育て支
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援をやって何とか一人でも人口をふやすということに頑張ってほしいと思います。 

  ただ、ひとり親家庭の医療費、何でふえたのかといったら、要するに今までひとり親

家庭の医療費の支給対象になってた所得制限以上の人も所得制限で今度は子どもの医療

費のほうへ行くわけでしょう、給付対象が。それで何でふえるのか、全体のいわゆるひ

とり親世帯というのがふえていってるのか、その辺のことを。実際に１００万円前年度

の予算よりふえてるわけですから、対象は減ってるはずなんです。ひとり親家庭医療扶

助から所得制限かかって所得以上の世帯の子どもというのは、普通の子ども医療費助成

のほうへ行ってしまうわけですから、その分が減ってるわけですが、それで何でふえる

のか。ふえるとしたら、ひとり親の世帯自身が今後ふえていくという見通しなのかどう

か、そのあたりのことをお願いします。 

  保育所費です。 

  一つは、保育士の有資格者で日額７,６００円ということで、多少事務系よりは高い

ようですけど、心配するのは、前の決算のときでも非常に心配したんですが、臨時雇用

で保育士の募集した場合に応募があるかどうかという。今、都市部でも正規で募集して

も応募がないという実態が続いてて、新しい保育所をつくって開業したいんやけど来て

くれる保育士がないんで開業できないんだという状況が続いてるわけです。 

  ただその保育士の資格がない保育助手であれば６,２００円ということで、いかにも

保育助手で保育を賄うというのは、ちょっとやっぱりやるべきではないというふうに、

やっぱり専門分野の仕事ですから、もしそれで何かあったときにどういう責任がとれる

んだという問題が起こってきますので、それはやめておいたほうがいいんではないかな

と思います。ですからその辺、見通しがどうなのか、お願いをいたします。 

  それともう１点は、予定どおりに来てくれたとして、保育士の中で臨時と正規の比率

がどれぐらいになるのか、町全体で、その辺のことを大まかで結構です。 

  それで、５６ページの工事請負費で保育所の警察へ直通する緊急、恐らく事件があっ

てボタンを押したらわっと警察へ行って警察官が飛んでくると、こんなところでも、こ

の間うちから自然豊かであれがいいよって町のインターネットで一生懸命ホームページ

で相談してる、町でもやっぱりこういうことを考えなあかん時代になったんかなという

ふうに思います。何かもう非常に殺伐として、保育所へ流れ込んでくる人がないとは言

えないので、それはそういう気持ちです。 

  母子衛生費は６１ページで、済みません、もう１個前へ戻ります。衛生費の中で扶助
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費のインフルエンザの予防接種のこれから子どもを対象にするということで、周知と接

種勧奨というのは妥当かどうかわからないんですけど、インフルエンザの接種を余り勧

めてくれるからうったら熱が出たとか副作用があったとかいう話がないでもないんです

けども、やっぱりシーズン期に学級閉鎖とかそういうことを少なくしていこうと思うと、

やっぱり子どもにもインフルエンザのワクチンを接種してもらう必要があると思うので、

そういうことの周知というんですか、そういうことはどういうふうに、広報などに掲載

して、ことしから助成がつきましたよということでやるのかどうか、その辺のこともお

願いします。 

  それから、母子衛生費で扶助費の不妊治療の助成で非常に高度な特定不妊治療という

のを凍結してということですけど、そういうことができる医療機関というのは、和歌山

県内では例えば医大とか日赤とかそういうところだったらできるのかどうか、そういう

ことについてもお願いします。 

  塵埃処理とか環境衛生費についてはよろしいかと思いますので、以上です。 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後４時４２分） 

            ―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩に引き続き会議を開きます。 

（午後４時４２分） 

○議長（小椋孝一君）    保健福祉課長、宮阪君。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 登壇） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    田代議員の再質疑にお答えいたします。 

  ４５ページの社会福祉総務費、１９節負担金、補助及び交付金の社会福祉協議会補助

でございます。前回、社会福祉協議会の補助内容の中で事業費補助が２００万円から４

００万円になってるのはどういうことかということでございます。 

  前回は事業費補助の中で事務局費及び事業費それから愛の日の事業費ということが一

つ、それからボランティアと食事サービス関係が一つの枠組みで分かれてございました。

これが一つになったということで、４２３万３,０００円の内訳でございます。 

  続きまして、次のページ、４６ページをお開きください。 
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  ３目老人福祉費の７節賃金で集落支援員の内訳につきましては、見守りはどうなるの

かということでございますが、見守り、それからサロンを入れて計５名ということで、

見守りについては従来どおり２名でございますが、休暇等の関係で、この５人、サロン

３人、見守り２人の中で交互でカバーしていきたいと考えてございます。 

  ５５ページをお開きください。 

  ４目保育所費でございます。７節の賃金の臨時雇用について応募があるのか、それか

ら保育士、無資格者の保育補助は責任重大でどうか、今後の見通しはどうかということ

でございます。 

  ４月をめどに応募をかける場合に保育士の応募は現在もございます。年度途中の応募

の場合は、なかなか難しいことがございます。保育士補助で現在保育をやっておるわけ

でございますが、保育士の下に保育士補助をつけてということで、無資格者の保育士だ

けの保育というのは現在やってございません。 

  それから比率でございます。現在は正職員、産休１名入れて２０名で臨時職が２１名

でございます。９月をめどに臨時職３名を入れて２４名、済みません、これは２７年度、

本年でございます。正職が２０人で臨時職が２４名でございます。２８年度４月からで

ございますが、同じく正規職員２０名、それから臨時職４４名で、９月より５名の追加

を考えてございます。済みません、正規職２０名、臨時職が２４名の９月より５名をプ

ラスして４９名ということでございます。済みません。 

  続きまして、６１ページをお開きください。 

  ２目予防費の２０節扶助費、予防接種助成金でございます。子どもインフルの予防接

種についての周知を今後どうしていくのかということでございます。 

  広報及びまた広報の中に入れる折り込みないしまた学校、児童等に周知を図っていき

たいと考えてございます。 

  続いて、次のページの６２ページでございます。 

  ２０節の扶助費の不妊治療助成事業でございます。大きな病院でできるのかというこ

とで、現在情報は持ち合わせてございませんが、医大、日赤の大きな病院では可能かと

聞いてございます。他の病院については情報は現在持ち合わせてございません。 

  以上お答えといたします。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 
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（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    田代議員の再質問にお答えさせていただきたいと思い

ます。ページ数が５０ページのひとり親家庭の扶助費の金額です。 

  確かに田代議員言われますとおり、この間の条例改正の中で所得制限を超える方につ

いては、この事業から外れるということがございます。済みません、ちょっと私も説明

が十分でなかったので申しわけございません。 

  この外れる人数と金額なんですが、２６年度においては４９名、これは親と子どもに

なります。金額的には４５万円ございました。 

  ただ、平成２８年度の予算を置いていく中で、２７年度の扶助費がもう既に１,００

０万円を超えているという状況になってます。２６年度につきましては大体８３０万円

でございました。今の段階で、もう１７０万円ほど２６年度より比較して２７年度が上

がっていると。 

  これにつきましては、どうしてもやっぱり病気されるというのが年によってちがい、

ある程度特に病気がなければずっと徐々に人数が減ってますので減っていくんですが、

ことし２７年度につきましては病気される方が多かったということで、そういう形でど

んと上がってます。人数が減って４５万円ほど下がるんですが、もう既に百何万円上が

ってると、扶助費事態が上がってるという中で算出させていただいたのが９７１万９,

０００円ということでございますので、御理解を賜りたいと思います。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    本日の会議時間は議事の進行の都合により延長したいと思

います。 

  ５番、田代哲郎君。 

○５番（田代哲郎君）    ４６ページの老人福祉費で賃金で集落支援員の賃金の分で

すが、見守り担当は従来の２名で、あと３名はいわゆるサロンの支援に行って、それで

休んだときとかは、その３名の中からそっちのほうへ見守りに回ってもらうということ

は、見守りが行えるような専門的な知識を持った人が行くのかなというふうに考えます

ので、最低高齢者を見守りで見回る、訪問していく場合は、血圧測定であるとかそうい

う異常がないかなという程度の観察をしないと、この間うちからひとり暮らしの人が亡

くなったら、それが本当かどうかは知りませんけど、何日か前からちょっと顔色が悪か

ったよとかそういう話がありますので、それの真実のほどは定かでないんですけど、や
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っぱりそういうことができる看護師もしくは准看護師程度の見守り集落支援員を配置し

てほしいと思いますが、その点についてのお考えをお聞かせください。 

  それから保育所費ですが、非常に保育士の中では臨時職員のほうが多いということで、

正規の保育士を雇用できないのでそうなるのかもしれません。確かに臨時であっても保

育士の下で保育助手というのをつけて仕事をさせるんだから、どういう形になるかは知

りませんけども、あれをしてこれをしてと指示に従ってやるということになると思いま

すけど、できれば臨時を募集しても、ないからということで保育助手を今ある分は仕方

ないにしても新たにふやすというのは絶対にやめてほしいと思います。もし後で何かあ

ってその人が責任を負わんなんようなことになってくると、幾ら保育士の指示でやった

ことですということになっても大変ないろいろ問題が起こると思いますので、新たに助

手を雇うというのは避けたほうがいいんじゃないかと思います。その点についての考え

をお聞かせください。以上です。 

○議長（小椋孝一君）    保健福祉課長、宮阪君。 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    田代議員の再々質疑でございます。 

  ４６ページの集落支援員でございます。一応現在考えておるのは、有資格者、保健師、

看護師等の臨時有資格者で金額は１８万円、それから資格のある方で７時間４５分労働

が現在されてない方もおります。この方については案分計算で１３万９,３００円とい

うふうな形をとってございます。 

  有資格者の配置につきましては、できる限り有資格者を雇い込んでいきたいと考えて

ございますので、御理解賜りたいと思います。 

  続きまして、５５ページの保育所費でございます。 

  臨時職の保育助手はできる限りないようにするほうがよいのではないかということで、

議員おっしゃるとおりでございます。今現在勤めていただいている方もございますが、

応募のときにはなく雇い込んだものでございます。今回も募集にはできるだけ有資格者

を配置するように考えていきたいと考えておりますので、御理解賜りたいと思います。 

  以上、答えといたします。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

  ６番、西口 優君。 

（６番 西口 優君 登壇） 

○６番（西口 優君）    ５３ページの２項１３節委託料、次世代育成支援対策事業
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委託料、大層な名前ついて５万４,０００円しかついてないけど、金額的にはどういう

ことを考えてるのかなと思うんですよ。 

  それと６３ページ、１３節放棄自動車等撤去委託料３万円とそして同じく不法投棄ご

み撤収委託料という、本来はこういうふうな自動車の撤去ということについては、車体

ナンバーから検索したら多分その持ち主が確定できると思う。ナンバーは多分外してる

と思うんですけど、車体ナンバーから検索すれば大体、それは車体ナンバー外しちゃう

ということも起こり得るんやけど。それと、くず鉄という扱いになってもこういうふう

なものに費用はかからないのかなってこういうふうに思うので、だからこういうふうな

費用というのは本来要らないんじゃないかなと思ってるんですけど。 

  それと、不法投棄ごみ撤収委託料４３万２,０００円という部分でも、本来は不法投

棄した人にそういうふうな責任の所在を求めていくべきじゃないかなって思うんですよ。

だから、一応紀美野町のごみ不法投棄何とかって書いてあったやつに罰金刑云々とかっ

て書いてる。だからそういうふうなものを不法した人が特定できたらそういうものをか

ぶせていけんのかなってこういうふうに思うので、その辺の姿勢を尋ねてみたいと思い

ます。 

  それと、６６ページ、１３節委託料の中に大角リサイクルセンター改修工事設計委託

料というのと、そして１５節の大角リサイクルセンター改修工事というのが含まれてる

けど、今回紀の海でごみ処理場がオープンしてる。だからそこへ持っていけばそういう

ふうにできると思うんですけど、あそこもこの間のビデオを見せてもらったら、分別収

集、リサイクルとかという部分もビデオを見せてもらったんやけど、だからそれとの整

合性というんですかね、大角でする必要があるのかなとこういうふうに思ってしまった

ので、尋ねてみたいと思います。 

（６番 西口 優君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    保健福祉課長、宮阪君。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 登壇） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    私のほうから西口議員の御質疑にお答えしたいと

思います。 

  ５３ページをお開きください。 

  児童福祉総務費の中で１３節委託料、次世代育成支援対策事業委託料５万４,０００

円でございます。この内訳につきましては、緊急一時保護・ショートステイ、現在あさ
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ひ学園と契約をしてございます。１万８００円掛ける５日分を予定してございます。以

上でございます。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    済みません。ページ数が６３ページ、４款１項４目の

委託料、それから役務費でございます。 

  放棄自動車等撤去委託料、これにつきましては、どうしてもナンバーがない、それか

らもう車体番号も消されているというふうな、警察のほうへも連絡をしましていろいろ

調査をしていただくんですが、町有地のところに置かれていますと、その所有者が対応

しなければならないということになってございます。これで今見積もっていますのは、

１台置かれていたら、放棄されていたら悪いということで、１台の車を保管場所まで持

っていく、それからその廃棄では、車自体ももうさびたとかそういうふうな、通常走っ

ている車であればいいんですが、タイヤも全部とられてしまってパーツもとられてしま

ってというふうな状況もあります。そういう車の対応で３万円を置かせていただいてい

るということでございます。 

  それから、不法投棄ごみの回収を委託で１０日間２名の方に１年間に一度やっていた

だいてるんですけども、この際出るごみでテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンというふ

うなリサイクル料金が要るというものもございます。これにつきまして、誰がほったか

というのがわかれば、その方に請求はできるんですが、もう誰がほったか全くわからな

い状態で道の横にほられてるというふうなことが実際起こってございます。その料金を

町が支払わなければ処理ができないということでございますので、計上させていただい

ているところでございます。以上でございます。 

  済みません、大角のリサイクルセンター、これにつきましては、紀の海クリーンセン

ターが３月１日から始まってるんですが、美里管内につきましては非常にエリアが広い、

それから軽トラで回収をしているということもありまして、回収の後にすぐクリーンセ

ンターへ行くというのは、紀の海へ行くというのは非常にロスが生じてくるということ

から、大角のクリーンセンターへ１度集めまして、ごみを分別して、それを以ってクリ

ーンセンターへ持っていくというふうな状況であります。 

  それと、美里管内の塵埃処理場、これにつきましては、もう使用しないということで
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廃止にしたいということで、美里管内のごみの収集につきましては、大角のクリーンセ

ンターを中心として作業を進めてまいりたいということから、クリーンセンターの施設

の整備を行ってまいりたいということで今回委託料と工事費を計上させていただいてご

ざいます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ６番、西口 優君。 

○６番（西口 優君）    済みません、同僚議員が以前聞いたときに、ごみの収集を

軽四でしたらどうだというような話の中で、軽四でやると効率が悪いからというような

話聞いたことあると思うんですよ。だからそういうふうな中で、軽で一旦あそこへ置い

てまた積みかえて行くというのも何かかえってロスがあるような気がする。それが一番

ええんかもわからんのやで。私、そら実務をやってないんでわからないんやけど、そう

いうふうな話を以前聞いたような気がする中で、これは軽で回収してるということにな

るのかな、それとも軽で回収して一旦置いてというふうなことが、現実問題としてそっ

ちのほうが便利がいいということですかね。 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

○住民課長（増谷守哉君）    西口議員の再質疑にお答えさせていただきます。 

  軽につきましては、美里管内では、やはり２トン車が入らない、それから旋回する場

所がないということで、さきの一般質問では、まず家の近くまで行くために道が狭いの

で軽トラを導入したらいいという話であったんですが、そうではなく、紀美野町でも行

ってる幹線道路を回る中で、美里管内ではやっぱり山の中、山地というのがありますの

で、軽トラを使っているということでございます。個々に個別収集するために軽トラを

という形ではございません。 

  それとやっぱり積み荷が少ないということで、どうしても運転手それから助手２人が

行き来にやっぱり１時間ほどかかると、それやったらトラックとかまだありますので、

それにまとめて積んで運搬しているときの人件費を削減するというか、時間を削減する

ということで、効率よく作業しているということでございます。そのための大角クリー

ンセンターの整備ということで考えてございますので、御理解賜りたいと思います。 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

  １１番、美濃良和君。 
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（１１番 美濃良和君 登壇） 

○１１番（美濃良和君）    ４５ページなんですが、そこで今、負担金、補助金で社

会福祉協議会への補助金が２,２３３万９,０００円ということで上がっています。いろ

いろと説明ございましたが、その中で専門員として１,５２８万円というふうに答弁を

されたと思うんですけども、だんだんといろんな方がふえてくる、認知症関係がふえて

くるわけですよね。ちょっと以前に聞いたわけですが、成年後見人的な認知症の方のそ

のお手伝いをしなければできない方もふえてきてるように聞くんですが、そこのところ

で、この金額合わせて社会福祉協議会に２,２３３万９,０００円ということでございま

すけれども、この数字が妥当なのかどうか、お聞きしたいと思います。 

  それから４６ページで、先ほどからこれも質疑されておりましたが、集落支援員です

ね、今、支所に集落支援員の方が机を置いてると思うんですけれども、今後こういう形

で地域サロンやあるいは見守りということでそういう事業をしていってもらうとしたら、

それぞれの職員もそれぞれに分かれて配置されていくと、そういうことでよろしいんで

しょうか、お聞きしたいと思います。 

  それから、これは５１ページなんですが、一番下に目の１０、長谷毛原健康センター

というのがございまして、５３０万円等があるわけでございますけれども、ここでボイ

ラーの予算、修繕料ですか、上がっています。 

  先ほど、今後デイサービスセンターの仕事をしていってもらう場合に、だんだんと定

員が減ってきてると、利用者が減ってきてるということで定員が減ったということであ

りまして、それで事業所間の過当競争が理由でということでございましたが、基本的に

どうもすみ分けというんですか、お互いにそういうふうなことのないように聞くんです

けども、やはり今後心配されるところでは、やはり町として支援をするとしたら、こう

いうふうなところで運営についての支援というんですか、そういうことが求められてい

くんじゃないかというふうに思うんですけども、その辺についてお聞きしたいと思いま

す。 

  あと、保育所はいろいろとやりとりがあったので、５７ページの５目の児童館運営費

で約６００万円、前年より７万円少ないという金額が上がっています。今後この児童館

はどうであるのか。学童保育、それから似た形で児童館というのが旧野上町を中心にあ

るんですけれども、見通しですね、お聞かせいただきたいと思います。 

  あと、６３ページ、４目環境衛生費の中の１９節で負担金、補助で太陽光発電につい
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て先ほどからも若干そのことについてのやりとりが聞いたんですけども、ここ利用者が

減ってきてるということなんですけども、この補助内容ですね。というのは、規制緩和

で、ソーラーを設置する場合に足元がきちんとできなくても、簡単に言うならば、あそ

こにちょっと問題になった役場から近くにあったああいうふうに鋼管というんですか、

あれを打ち込んだだけで設置できると、こういうふうになっているようなんですけども、

実際三、四年前に九州で大きな風があったときに吹き飛ばされたそうなんですよね。非

常に危険なことになってくるんですけども、町として地方債も含めてやってるんじゃな

いかというふうに思うんですけども、この金額で補助割合等が妥当であるのかどうか、

お聞かせいただきたいと思います。 

  それから６４ページ、６目公害対策費がありまして、前年より８万円多い金額が置か

れています。１３節委託料で貴志川水質検査委託料９万６,０００円が上げられていま

す。 

  これですね、やっぱり水の問題というのは非常に心配されるわけなんですが、何にし

ても私たちの飲み水になってる関係から、この水質の状況はどうであるのか、それにつ

いて検査もされているんですけれども、その状況について今までとそれから検査項目等

にも影響されるかというふうに思いますが、状況等をどのように把握されているのか、

どのようにされていこうとしているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

  以上、よろしくお願いします。 

（１１番 美濃良和君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    保健福祉課長、宮阪君。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 登壇） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    それでは、美濃良和議員の質疑にお答えしたいと

思います。 

  ４５ページの１９節負担金、補助及び交付金の社会福祉協議会補助金でございます。

の中の２,２３３万９,０００円の中で福祉サービス利用援助事業へは２２７万２,００

０円が含まれてございます。 

  この福祉サービス利用援助事業で現在１名の方が従事されて、約３０名の利用者がご

ざいます。今後高齢化が進む中で、やはり利用援助事業、成年後見にまでいかない方の

サービスでございますが、ふえる可能性は十分ございますので、社会福祉協議会へは人

員の確保を努力してほしいよということは常々申しているところでございます。 
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  続きまして、４６ページの７節賃金、集落支援員でございます。 

  集落支援員につきましては、現在まちづくりでも同じように集落支援員制度がござい

ますが、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関しノウハウ、見地を有した人材が地

方自治体から委嘱を受け、市町村職員と連携し、集落への目配りとして集落の巡回、状

況把握を実施するという内容でございます。一つの中に高齢者見守りサービスの実施と

いう項目も定められてございます。この制度を使わせていただき、５名を確保するもの

でございます。まちづくりとかございますので、支所へも配置ということでございまし

たが、保健福祉課の中で５名を活動員としてお願いしたいと考えてございます。 

  続きまして、５１ページをお開きください。 

  １０目長谷毛原健康センター管理運営費の中で１１節需用費、燃料費等の１３２万８,

０００円でございますが、こういうふうな町として美里園が行ってますデイサービス事

業に対し補助ができないか、支援ができないかということでございますが、何分美里園、

工事を行っておりますので、収支等を今後見ていきたいと思います。現在経営がとても

成り立っていかないというふうな情報も入ってきてございませんので、しばらくについ

ては見守っていきたいと考えてございますので、御理解賜りたいと思います。 

  以上、お答えといたします。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    それでは、美濃議員の質疑にお答えさせていただきた

いと思います。 

  ページ数が６３ページでございます。 

  ４款１項４目の１９節負担金、補助及び交付金、ここで住宅用太陽光発電設備導入補

助金ということで予算がついてございます。 

  この事業、利用者が非常に少ないので、また別のといいますか、よく今、雑種地等に

足場をつくって太陽光の発電を行っているああいうふうなものに補助してはどうかとい

うことでございます。 

  この事業につきましては、あくまで住宅用太陽光発電設備に対して補助をやっていく

ということでございます。目的につきましては、地球温暖化防止対策の一環として町民

のクリーンエネルギー利用を積極的に支援して、もって環境への負荷の少ない自然エネ
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ルギーの普及促進を図るため、住宅用の太陽光を導入する者に対して予算内の範囲で補

助をするというものでございます。発電設備については、太陽光の最大出力が１０キロ

ワット未満であること、それから余った電力を電力会社に売電できるような施設である

こと、それからこれはまた別なんですが、電力会社と契約をしていること、未使用、新

品の設備を設置していること、これに対して１キロワット当たり２万５,０００円、最

大１２万５,０００円まで補助しましょうというものでございます。 

  空き地等へ大きなＨ鋼で足場を組んでするという事業については、この事業の目的か

らすればちょっと違うと。大きくされる方については収益も大きいということから、そ

ういう補助をする必要もないということが考えられます。ということで、今の状況の事

業について、先ほどもちょっと出ましたが、補助額をどうかということで見直しをして

利用度を上げていくということについても今後ちょっと研究をしていきたい、近隣でも

行っている事業でございますので、勉強してまいりたいなと考えてございます。 

  それから、ページ数が６４ページでございます。 

  ４款１項６目公害対策費の委託料で貴志川水質検査委託料、これにつきましては、詳

細的には河川水質検査ということで、真国川で２カ所、それから長谷川において１カ所

の河川の水質検査を行ってございます。それと貴志川残留農薬検査ということで、１地

点で年に２回の検査をしてございます。これについては基準値というのがございまして、

検査の結果については全て基準値以下であるということで今まで推移してございますの

で、今後これを続けながら水質の監視を行ってまいりたいと考えてございますので、御

理解を賜りたいと思います。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    総務学事課長、前田君。 

（総務学事課長 前田勇人君 登壇） 

○総務学事課長（前田勇人君）    美濃良和議員の御質疑にお答えをさせていただき

ます。 

  ページは５７ページの児童館運営費でございます。今後の見通しはどうなのかという

ことであったと思うんでございます。 

  児童館につきましては、２５年の１０月までは５館ございまして、２５年の１０月に

小畑の児童館が休館となってございます。その後、４館において児童館の運営をやって

いるところでございますが、何分にも対象者と申しますか、児童というものが少なくな
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ってきているのは間違いございません。そういった中で少しでも利用ができるような方

向で考えていきたいというふうに思っておりますので、苦しい中にも何か持続をできる

ような運営をしていきたいというふうに考えてございますので、御理解を賜りたいと思

います。 

（総務学事課長 前田勇人君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    児童館についてはそういうことで、何にしても子どもが

減っているということでございますので、頑張っていただきたいと思います。それは要

望で。 

  それから、４５ページの社会福祉協議会についてはそんなんで、人の確保のほうが大

事というふうなことであるようですね。人の確保とともにお金がなければ運営も大変か

と思いますけど、それは十分であるのかだけもう一度お聞きしたいと思います。 

  あと、集落支援員はわかりました。 

  長谷毛原センターについては、実際あの地域だんだん人が減ってきてると。そういう

ふうな中で運営をしていくということについて、いろいろとあるんではないかというふ

うに思うんですけれども、町として必要なところであれば、個人の事業者であっても一

定の応援はしなきゃならんということでございますので、具体的に基本的にボイラーの

修理、今現在出てるのはボイラーの修繕ですか、それが出てるように思うんですけども、

等々要望等についてはどうであるのか、もう一度お聞きしておきたいと思います。 

  あと、６３ページの住宅用の発電装置ですけど、わかりました。それは個人の家につ

けるやつだということでございますので。 

  しかし、何にしても大分普及を進めるということでいろんなことがあったみたいなん

ですけども、やっぱり十分な周りに対してそれによる被害が及ぶようなところですよね。

中には反射のためにいろいろとあったとかいうようなところもあったように聞くんです

けども、それと個人の屋根であってもこれは頑丈なものにしておいていただかなければ、

非常にそういう薄いもので飛びやすいというふうなことにもなるかと思いますので、そ

の辺をもう一度お聞きしておきたいと思います。 

  貴志川の水質については調べて、これについては十分に今後もチェックしていただい

て、安全な水の確保ということをやっていただきたいというふうに思います。これは要

望にしておきます。 
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  以上よろしくお願いします。 

○議長（小椋孝一君）    保健福祉課長、宮阪君。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 登壇） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    それでは、美濃良和議員の再質疑にお答えいたし

ます。 

  ４５ページの社会福祉協議会補助の中で福祉サービス利用援助事業の関連で、人員を

ふやしていってほしいよと社会福祉協議会のほうへお願いをしているところでございま

すが、助成金等の費用は大丈夫かということでございます。 

  現在社会福祉協議会の決算状況を見ていったときに、２６年度では黒字化がされてご

ざいます。ここの様子を見据え、今後検討していきたいと考えてございます。 

  続きまして、５１ページの長谷毛原健康センター管理運営費の中で、現在美里園のデ

イサービス事業でございますが、この修繕費ということでございますが、これについて

はプール用の塩素ポンプの取りかえということでございます。今後デイサービス事業の

運営状況を見守っていきたいと考えてございます。 

  以上、お答えといたします。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    美濃議員の御質疑にお答えさせていただきます。 

  住宅の太陽光設備なんですが、安全に問題の起こらないように設置するようにという

ことでございます。 

  今、この事業を利用していただいているのが、新しいおうちを建てて、その上に屋根

につけていただいているというのがもうほとんど全てだと思います。といいますのは、

やっぱり発電機のパネルなんですが、かなりの重さがあると。従来の家の屋根の上につ

けるというようなそういう重みを乗せるということで建てられてるということは恐らく

ないであろうということで、メーカーのほうも無理か、できるかということもございま

す。 

  それから、これ関電のほうへ売電する状況にするということで、関電のほうもその設

備の確認ということで検査をされているんだと思います。私どもも図面関係全部申請の

ときに確認をさせていただきますし、そういうことで、そういうことのないように、い
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ろいろな部署からの確認ということもされているということで考えてございますので、

御理解を賜りたいと思います。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    これで歳出第３款から第４款について質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  議案審議の途中でありますが、まだ案件が残っております。本日中に終了する見込み

がありませんので、よって本日の会議はこれで延会したいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、本日はこれで延会することに決定いたしました。 

 延 会 

○議長（小椋孝一君）    本日はこれで延会します。御苦労さまです。 

（午後５時３５分） 


